
宋
代
に
お
け
る
穀
物
の
粗
色
と
細
色
に
つ
い
て

野

寺

都

夫

序一
粗
色
・
細
色
の
意
味
と
そ
の
使
用
例

二
粗
色
と
細
色
の
換
算

付
「
倉
式
の
例
」

会

ロ

ピ

f

φ

F

'

ι

 

口

「
六
折
」

序
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中
園
に
産
す
る
穀
物
に
は
種
々
雑
多
な
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
地
域
的
に
見
る
と
、
東
は
江
蘇
・
安
徽
南
省
の
北
部
か
ら
、
西
は
湖
北
省
の

北
部
に
引
か
れ
る
線
で
南
北
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
、
南
部
で
は
稲
作
が
中
心
を
な
す
の
に
劃
し
て
、
北
部
で
は
小
褒
・
粟
・
高
梁
等
の
畑

①
 

作
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
時
間
の
相
で
見
る
と
、
唐
末
以
後
、
中
園
農
業
の
新
し
い
護
展
の
段
階
を
迎
え
、
農
業
の
中
軸
が
華
北
か
ら
揚
子

@
 

江
域
へ
、
畑
作
か
ら
水
稲
作
へ
、
更
に
畑
作
で
は
粟
主
作
か
ら
小
褒
主
作
へ
と
大
轄
換
を
遂
げ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
正
に
こ
の
よ
う
な
朕
況
の

中
で
、
宋
代
の
震
政
者
は
財
政
を
運
用
す
る
際
に
諸
穀
物
聞
の
調
整
と
均
衡
を
は
か
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
現
れ
る
の
が
粗
色
・
細
色
と
い

@
 

う
匡
別
で
あ
っ
た
。
従
来
こ
の
こ
と
に
関
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
、
宋
朝
の
財
政
の

運
用
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
か
、
嘗
時
の
食
糧
事
情
を
確
認
す
る
上
に
、
或
は
ま
た
中
園
の
食
糧
の
饗
遷
を
知
る
の

に
必
要
で
あ
り
、
看
過
で
き
な
い
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
。
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こ
の
よ
う
な
観
貼
に
立
っ
て
、
こ
の
粗
色

・
細
色
の
意
味
と
そ
の
使
用
例
、
並
び
に
雨
者
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
行
き
た
い
。
な
お
以

下
の
文
中
で
、
『
宋
曾
要
輯
稿
』
を
『
曾
要
』
、
『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
を
『
長
編
』
と
略
稽
す
る
。
ま
た
崩

・
食
は
何
れ
も
粗
に
同
じ
く
、
粗

の
文
字
を
用
い
る
。

粗
色

・
細
勧
の
意
味
と
そ
の
使
用
例

先
ず
粗
色
・
細
色
が
そ
れ
ぞ
れ
何
を
指
す
か
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

粗
色

大
京
女
・
黒
豆

張
方
卒
「
楽
全
集
」
巻
二
三
、
論
京
師
軍
儲
事

腕
穀

・
大
褒
・
莱
・
豆
之
類

大
姿
・
蕎
要
・
穀
・
豆
等

畢
仲
瀞
「
西
蓋
集
」
巻

一
、
耀
州
理
禽
賑
済
奏
紋

右
に
同
じ

雑
色

粟
・
豆

張
方
卒
「
繁
全
集
」
巻
二
三
、
論
京
師
軍
儲
事

曾
要
食
貨
六
八
受
納
、
慶
元
二
年
九
月
二
日
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腕
・
褒

・
粟
・
豆

・
紬
・
布

・
木
炭
之
類

細
色

糧
米
・
小
姿

張
方
卒
「
祭
全
集
」
巻
二
三
、
論
京
師
軍
儲
事

長
編
巻
二
九
五
、
元
豊
元
年
十
二
月
甲
辰

曾
要
躍
六
二
賓
賜
、
乾
遁
六
年
八
月
二
日

畢
仲
瀞
「
西
蓋
集
」
巻
一
、
耀
州
理
曾
賑
済
奏
吠

E姿
米
・
小
変

米

・
褒

米

・
褒

宋
史
巻

一
七
二
職
官

粗
色
の
粗
は
粗
弱

・
粗
悪
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
、
細
と
共
に
同
一
物
の
品
質
に
つ
い
て
い
う
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
明
か
に
異
種

の
物
を
指
し
て
い
る
。
ま
た
粗
色
と
雑
色
と
は
、
張
方
卒
の
同
じ
文
章
の
中
で
相
通
じ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
剣
る
よ
う
に
同
意
義
の
も

土
光
多
く
の
場
合
、
特
に
細
色
と
関
連
さ
せ
て
使
う
場
合
に
は
、
粗
色
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
外
に
賎
色
と

の
と
見
倣
し
て
よ
い
。



@
 

い
う
の
も
粗
色
と
同
一
で
あ
ろ
う
。

品
目
に
つ
い
て
は
、

細
色
は
梗
米
と
小
変
に
限
定
で
き
る
。

粗
色
は
所
謂
雑
穀
で
種
々
の
も
の
を
含
む
が
、

主
要
な
品
目
は
粟
と
い
え
よ

う

こ
の
粗
色
・
細
色
の
匡
別
は
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
宋
代
の
例
に
よ
る
と
、
後
に
漕
蓮
の
項
に
見
る
よ
う
に
、
張
方
卒
の
引
用

す
る
景
徳
二
年
(
一

O
O五
〉
の
款
に
、
黄
河
に
よ
っ
て
漕
運
さ
れ
る
「
細
色
餅
国
」
と
あ
る
の
が
私
の
検
出
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
よ
り
以
前
五
代
・
唐
と
糊
っ
て
も
粗
色
・
細
色
の
語
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
代
っ
て
雑
色
餅
到
・
雑
餅
回
・
諸
雑
餅
割
、
雑
穀
、
雑

⑤
 

種
の
語
が
現
れ
る
が
、
宋
代
と
異
っ
て
、
粟
は
そ
れ
ら
に
含
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
五
代
か
ら
宋
初
に
か
け
て
の
聞
に
、
粟
は
本
来

主
穀
と
し
て
雑
に
劉
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
が
、
宋
代
に
粗
色
或
は
雑
色
と
も
い
わ
れ
る
も
の
に
轄
化
し
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
は
、
粟
と

封
等
に
並
び
、
或
は
そ
れ
を
凌
駕
す
る
に
至
っ
た
細
色
町
ち
稲
米
・
小
褒
の
著
し
い
撞
頭
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿
論
こ
の
饗
化
は
五

代
か
ら
宋
初
に
か
け
て
突
如
と
し
て
起
っ
た
の
で
は
な
く
、
す
で
に
以
前
か
ら
徐
々
に
準
行
し
て
い
た
も
の
が
、
こ
の
時
期
に
至
っ
て
質
勢
と

し
て
見
、過
し
得
な
く
な
っ
た
こ
と
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
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次
に
こ
の
組
色
・
細
色
の
医
別
は
寅
際
に
ど
ん
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
か
を
そ
れ
ぞ
れ
事
例
ご
と
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

〔
租
税
〕
明
道
二
年
(
一

O
三
三
〉
沿
納
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
こ
れ
を
整
理
し
、
牛
皮
・
食
盟
・
池
(
地
0
・
)
銭
を
併
合
し
て
一
項

①
 

目
、
穀
・
菱
・
黍
・
豆
を
併
合
し
て
一
項
目
と
す
る
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
時
穀
物
を
納
入
す
る
分
に
つ
い
て
と
思
わ
れ
る
が
、

夏
秋
歳
入
、
第
分
鱒
細
二
色
。

(
長
編
省
一
一

一一一、明
道
二
年
十
月
己
来
。
宋
史
容

一
七
四
食
貨
、
賦
税
)

と
、
た
だ
粗
色
と
細
色
に
分
け
ら
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
濁
り
沿
納
の
場
合
だ
け
で
な
く
、
貫
は
雨
税
と
し
て
納
入
す
る
穀
物
に

つ
い
て
も
同
様
の
匡
別
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
基
づ
く
。
即
ち
開
封
府
の
税
賦
は
、
天
聖
二
年
(
一

O
二四〉、
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詔
開
封
府
、
自
今
税
賦
、
令
諸
豚
擦
折
饗
到
合
納
逐
色
刷
所
斗
、
分
定
倉
場
、
並
許
第
三
等
以
下
人
戸
、
依
常
卒
例
、
就
便
将
易
得
餅
斗
、

抵
折
、
途
納
。
如
或
下
戸
迭
納
賎
色
餅
斗
了
足
外
、
向
有
少
数
、
亦
許
令
近
止
〈
上
?
〉
力
及
人
戸
等
、
就
使
折
納
。
(
曾
要
食
貨
七
O
賦
税
雑
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録
、
天
翌
二
年
五
月
)

と
、
代
納
す
る
こ
と
に
な

っ
た
穀
物
の
種
類
に
庭
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
指
定
の
倉
場
に
運
び
入
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
代
納
に
際
し
て
第
三
等
以

下
の
戸
町
ち
下
戸
は
自
己
の
得
易
い
賎
色
の
設
物
即
ち
粗
色
の
穀
物
を
迭
納
し
、
第
一
・
二
等
戸
即
ち
近
上
力
及
人
戸
は
原
則
と
し
て
細
色
を

@
 

納
入
す
る
。
但
し
粗
色
が
な
お
不
足
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
、
細
色
を
粗
色
で
代
納
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
こ
こ
に
粗
色
と
共
に
細
色
の
存

在
す
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
事
賞
、
開
封
府
の
倉
に
つ
い
て
、

三
司
言
、
:
:
:
今
城
東
十
二
倉
、
貯
江
准
水
運
所
職
、
高
数
不
少
。
城
西
三
倉
、
乗
貯
茶
著
、
貯
粟
至
少
。
城
南
止
腰
米
一
倉
。
城
北
四

@
 

倉
、
貯
京
畿
夏
秩
税
雑
色
餅
割
、
亦
多
馬
料
。
所
貯
各
異
、
難
以
就
近
給
遣
。
(
曾
要
職
官
五
額
料
院
、
天
翌
七
年
十
月
九
日
)

⑪
 

と
、
二
十
ほ
ど
も
あ
る
倉
の
中
城
北
の
四
倉
は
所
謂
税
倉
で
、
京
畿
の
賦
税
を
受
納
し
、
雑
色
の
設
物
を
貯
え
て
い
た
。

ま
た
京
東
路
の
充

・
軒

・
費

・
縦

・
撲
州
で
税
賦
の
徴
牧
漏
れ
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
、

京
西
路
勘
農
使
一τ
尺
:
:
:
看
詳
、
欺
隠
税
数
、
蓋
是
造
簿
之
時
、
不
賂
遁
年
版
簿
封
讃
。
割
移
典
買
、
又
不
取
開
帖
誼
封
。
本
州
亦
不
黙

検
。
致
作
鮮
倖
、
走
移
税
賦
、
改
作
食
色
。
亦
有
貧
民
額
外
移
税
在
戸
下
。
縦
有
披
訴
、
只
愚
遁
年
簿
書
、
無
由
雲
理
。

並
び
に
六
九
版
籍
、

天
聖
三
年
七
月
)

(
曾
要
食
貨
二
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と
、
師
怖
が
帳
簿
を
作
る
時
に
蓋
帳
と
の
突
合
せ
を
行
わ
ず
、
割
移
・
奥
買
に
際
し
て
公
文
書
を
と
っ
て
確
認
し
な
い
た
め
で
あ
り
、
上
級
機
関

の
州
で
も
黙
検
を
怠
っ
て
ご
ま
か
し
が
行
わ
れ
、
税
賦
を
勝
手
に
動
か
し
て
細
色
を
粗
色
に
改
め
て
い
た
。
こ
こ
に
も
粗
色
・
細
色
の
区
別
が

殿
然
と
立
て
ら
れ
て
お
り
、
粗
色
は
人
民
に
と
っ
て
納
め
易
い
穀
物
で
あ
り
、
他
方
政
府
に
と
っ
て
は
出
来
る
だ
け
受
納
を
避
け
た
い
穀
物
で

あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
と
も
か
く
租
税
を
賦
課
す
る
に
つ
い
て
、
粗
色
・
細
色
の
匡
別
を
立
て
、
粗
色
か
細
色
か
を
指
定
し
て
納
入
さ
せ
て

い
た
と
考
え
て
よ
い
。

〔
市
維
〕
穀
物
の
買
上
げ
に
つ
い
て
も
、
粗
色

・
細
色
の
匡
別
は
存
在
し
た
。
天
聖
六
年
(
一

O
二
八
)
河
北
に
お
い
て
、
近
裏
州
軍
の
秋

田
が
豊
作
な
の
で
、
活
迭
と
近
裏
州
軍
で
買
入
れ
る
外
に
、
御
河
に
沿
っ
た
各
州
軍
で
総
計
百
高
石
を
買
入
れ
た
い
と
い
う
穂
運
司
の
要
請
に



射
し
、

省
司
勘
舎
、
乾
輿
元
年
九
月
十
五
日
敷
、
次
遠
近
裏
州
軍
、
便
緯
餅
斗
、
細
色
毎
斗
添
銭
十
五
文
、
粗
色
十
文
。
:
:
:
並
従
之
。
(
曾
要
食

貨
三
九
市
緑
糧
革
、
天
聖
六
年
十
月
〉

と
、
乾
輿
元
年
(
一

O
二
二
〉
の
敢
に
よ
っ
て
、

次
遠
・
近
裏
の
州
軍
で
穀
物
を
買
入
れ
る
場
合
、

細
色
に
は
一
斗
嘗
り
十
五
文
、

組
色
に
は

十
文
の
割
増
金
を
つ
け
る
と
い
う
規
定
が
用
い
ら
れ
た
。

深
・
越
の
八
州
が
豊
稔
で
あ
っ
た
が
、
轄
蓮
司
に
資
金
が
不
足
し
て
い
た
の
で
、

詔
司
農
寺
、
令
本
路
提
師
事
司
、
於
常
卒
倉
存
留
一
半
銭
内
、
特
借
擁
牧
緩
餅
斗
。
の
細
色
不
得
過
十
高
碩
。
(
同
書
、
照
寧
十
年
八

E
百
)

と
、
常
卒
倉
の
銭
を
融
通
し
て
穀
物
を
買
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
時
に
細
色
の
買
入
れ
限
度
額
を
設
け
て
十
高
石
と
し
、
粗
色
の
買
入
れ

ま
た
照
寧
十
年
(
一

O
七
七
)
に
は
、

河
北
西
路
の
懐
・
衛
・
相
・
磁
・
那
・
洛

も
計
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
穀
物
の
買
入
れ
は
、
粗
色
と
細
色
の
南
方
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

〔
準
納
〕
穀
物
の
供
出
所
謂
準
納
に
つ
い
て
は
、
河
北
沿
漫
の
水
害
に
遇
っ
た
州
軍
で
、

中
書
門
下
言
、
河
北
沿
過
程
水
州
軍
、
墓
許
入
粟
商
民
、
第
加
恩
賞
。
従
之
。
仰
聴
以
食
細
参
字
。
(
曾
要
職
官
五
五
〔
進
納
〕
、
天
聖
七
年
閏
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二
月
四
日
〉

と
、
人
民
救
済
の
た
め
に
供
出
を
奨
勘
し
た
が
、

そ
の
穀
物
は
粗
色
と
細
色
が
相
半
ば
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

ま
た
慶
暦
二
年
(
一

O
四
二
〉

三
司
減
省
所
言
、
自
今
:
:
:
其
信
道
賜
衣
及
師
瞬
、
非
御
前
特
恩
、
並
不
許
奏
薦
。
如
於
延
州
納
細
色
軍
糧
一
百
石
、
廼
賜
之
。
ハ
永
集
大

典
谷
一
一
一
四
O
O所
引
長
編
、
慶
暦
二
年
六
月
丙
戊
)

と
、
信
道
に
紫
衣
・
師
読
を
興
え
る
に
は
、
皇
帝
の
特
恩
に
よ
る
か
、
或
は
西
夏
と
封
持
し
て
い
る
延
州
に
細
色
の
軍
糧
百
石
を
納
入
す
る
場

合
に
限
り
た
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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〔
漕
運
〕
す
で
に
開
封
の
税
倉
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
は
四
河
に
よ
っ
て
運
び
込
ま
れ
る
船
般
倉
を
中
心
に
見
て
み
よ
う
。
船
般
倉



354 

は
開
封
の
倉
の
大
字
を
占
め
、
日
作
河
(
東
河
)
・
黄
河
(
西
河
)
・
悪
民
河
(
南
河
〉

・
康
済
河
(
北
河
〉
の
四
河
に
よ
っ
て
漕
運
さ
れ
て
来
た
穀
物
を

受
入
れ
る
。
作
河
は
江
准
、
黄
河
は
懐

・
孟
諸
州
或
は
快
西
諸
州
、
恵
民
河
は
陳

・
顕

・
許

・
一祭

・
光
・

蕎
諸
州
、
贋
済
河
は
京
東
路
の
曹
・

⑫
 

殺
諸
州
の
物
資
を
運
ん
尚
。
さ
て
張
方
卒
が
嘉
一
腕
二
年
(
一

O
五
九
〉
、
開
封
の
軍
糧
を
論
じ
た
(
築
全
集
怨
二
三
、
論
京
師
軍
儲
事
)
中
に
、

一
、
廉
済
河
年
額
上
供
餅
到
六
十
二
高
石
、
其
質
五
十
高
石
。
内
十
二
蔦
石
、
因
慶
暦
初
京
東
轄
運
使
奏
、
南
京
軍
営
多
、
毎
歳
計
度
軍

糧
、
支
移
徐
出
阜
商
日
済
州
贋
済
軍
二
税
庭
副
、
民
力
第
敵
、
途
裁
上
供
運
米
十
二
高
石
、
通
醤
八
高
石
、
共
二
十
寓
石
、
充
本
京
軍
糧
、
却

従
康
済
河
、
認
数
般
運
、
填
納
所
裁
梗
米
小
姿
。
其
填
数
多
是
雑
色
粟
豆
。
己
矯
酪
損
倉
儲
、
・

と
、
贋
済
河
に
よ
っ
て
開
封
に
迭
る
穀
物
の
年
額
六
十
二
高
石
の
中
か
ら
十
二
高
石
を
南
京
に
融
通
し
、
そ
の
十
二
宮
内
石
分
の
補
填
が
庚
済
河

の
年
額
に
加
上
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
元
の
鞭
米
・
小
委
所
調
細
色
で
は
な
く
、
雑
色
の
粟
・
豆
で
、
開
封
の
貯
積
を
酷
損
し
て
い
る
と
い
う
。

ま
た
、

一
、
黄
河
検
曾
、
景
徳
二
年
数
、
快
西
斡
運
司
毎
年
認
定
馬
料
三
十
高
石
上
京
。
所
有
細
色
餅
割
、
如
有
剰
数
、
即
行
般
運
。
文
検
曾
、
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と
、
黄
河
に
よ
っ
て
は
、

景
徳
二
年
(
一

O
O五
〉
の
敷
に
、

快
西
轄
運
司
は
毎
年
馬
料
所
謂
雑
色
三
十
高
石
を
開
封
に
迭
り
、

細
色
の
穀
物

は
除
剰
が
あ
る
場
合
に
迭
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、

一
、
在
京
歳
支
馬
料
豆
褒
約
六
十
高
石
。
近
年
計
度
、
多
拠
数
下
護
運
司
起
夜
、
途
以
大
褒
黒
豆
壮
払
]
充
数
、
毎
年
常
及
三
十
寓
石
。
計

兵
船
口
食
水
脚
、
震
費
数
倍
。
今
若
令
快
西
京
西
及
終
京
畿
二
税
細
色
折
納
粗
色
、
歳
計
可
以
得
足
、
則
休
河
潜
軌
、
専
令
般
梗
米
、
量

以
小
姿
、
充
以
年
額
。
此
所
謂
轄
江
湖
之
穀
、
以
貫
太
倉
者
也
。

と
、
作
河
に
よ
り
、
馬
料
と
し
て
粗
色
の
大
要
・
黒
豆
毎
年
三
十
高
石
が
開
封
に
迭
ら
れ
て
い
る
の
を
、
映
西

・
京
西
の
粗
色
、
そ
れ
に
京
畿

の
雨
税
と
し
て
本
来
納
め
ら
れ
る
べ
き
細
色
を
止
め
代
っ
て
納
め
さ
せ
る
粗
色
と
で
間
に
合
わ
せ
、
休
河
か
ら
は
専
ら
梗
米
或
は
小
褒
を
運
ば

せ
た
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
四
河
に
よ
る
漕
運
に
お
い
て
、
粗
色
か
細
色
か
は
そ
れ
を
構
成
す
る
各
種
の
穀
物
と
共
に
財
政
運
用



上
の
基
本
的
な
事
柄
で
あ
っ
た
。

こ
の
外
に
、
江
准
か
ら
の
漕
蓮
に
つ
い
て
、

詔
、
自
今
装
載
楊
楚
遁
泰
員
総
海
濠
州
高
郵
漣
水
軍
等
昆
税
倉
和
維
餅
割
、
並
依
装
轄
般
倉
餅
劃
空
重
力
勝
例
、
並
以
船
力
勝
五
十
碩
魚

準
、
貫
装
細
色
餅
到
四
十
碩
、
:
:
:
(
曾
要
食
貨
昭
二
潜
運
並
び
に
同
四
六
水
選
、
天
聖
三
年
十
二
月
十
二
日
〉

と
、
買
入
れ
た
穀
物
を
船
の
積
載
能
力
五
十
石
に
つ
き
細
色
四
十
石
と
し
て
装
載
す
る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
河
北
泊
謹
へ
の
軍
糧
職
迭
に

つ
い
て
、三

司
勘
曾
、
河
北
泊
謹
居
河
路
州
軍
所
要
支
賭
軍
儲
、
自
来
全
籍
潮
御
河
相
粂
輩
運
般
供
。
欲
、
自
今
押
蓮
省
員
股
侍
、
三
年
内
般
輩
諸

官
物
数
中
、
餅
掛
須
是
般
及
細
色
軍
糧
三
高
石
己
上
。
如
般
愈
色
、
即
依
倉
式
例
準
折
。
:
:
:
従
之
。

水
運
、
天
聖
四
年
十
二
月
〉

(
合
同
要
食
貨
四
二
漕
運
並
び
に
同
四
六

と
、
運
迭
に
嘗
る
省
員
・
股
侍
は
三
年
内
に
運
ぶ
官
物
中
に
、
穀
物
と
し
て
細
色
の
軍
糧
三
高
石
以
上
、

述
〉
に
よ
っ
て
換
算
し
た
そ
れ
に
相
嘗
す
る
分
量
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
向
。
河
東
路
か
ら
映
西
へ
は
、

快
西
路
轄
運
副
使
菰
純
粋
奏
、
準
朝
旨
指
揮
、
令
河
東
路
轄
運
剣
官
察
煙
、
毎
年
入
中
、
或
移
税
調
雄
、従
便
計
置
粗
細
色
餅
斗

一
十
高
石、

於
呉
壁
築
永
寧
開
椿
積
。
:
:
:
〈
長
編
省
三
三
八
、
元
盟
六
年
八
月
己
卯
〉

も
し
粗
色
で
あ
れ
ば
倉
式
の
例
(
後

- 31-

と
、
河
東
路
の
轄
蓮
司
が
商
人
に
納
入
さ
せ
る
か
或
は
租
税
や
買
入
れ
た
も
の
を
運
迭
す
る
か
し
て
、
毎
年
粗
色
・
細
色
の
穀
物
十
高
石
を
呉

霊
祭
ハ
石
州
定
胡
麻
)
と
、
永
寧
開
ハ
延
州
延
川
豚
〉
に
補
給
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
て
政
府
に
集
積
さ
れ
た
穀
物
は
次
い
で
様
々
な
形
で
消
費
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
も
や
は
り
粗
色
・
細
色
の
匡
別
は
守
ら
れ
る
。

〔
俸
稔
〕
官
僚
へ
の
俸
旅
に
つ
い
て
、

凡
一
石
給
六
斗
、
米
褒
各
字
。
管
軍
支
六
分
米
、
四
分
姿
。

(
宋
史
容
一
七

一
職
官
、
糠
莱
)
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と
あ
る
。
こ
れ
は
、
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紹
興
折
色
、
凡
融
粟
毎
石
細
色
六
斗
。
米
安
中
支
、
管
寧
給
米
六
分
、
萎
四
分
。

と
針
腔
し
、
官
僚
は
細
色
を
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

た。

軍
人
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、

(
同
書
谷
一
七
二
職
官
、
藤
粟
及
随
身
傑
人
)

枢
密
承
旨
司
一言
、
準
迭
下
三
司
朕
、
在
京
禁
軍
閥
額
封
椿
請
受
内
、
銭
絹
特
菟
。
其
餅
斗
唯
米
可
存
留
。
自
除
衣
賜
等
物
、
並
属
三
司
臆

副
。
及
小
市
営
己
無
刺
激
、
欲
乞
特
克
。
勘
舎
、
府
界
軍
士
衣
糧
等
、
自
首
依
別
慮
例
封
椿
。
其
小
褒
如
閥
、
即
令
三
司
以
細
色
糧
充
。
従

之
。

(命
日要
食
貨
六
四
封
裕
、
元
担
一
元
年
十
二
月
四
日
。
長
編
省
二
九
五
、
同
年
同
月
甲
辰
)

と
、
開
封
に
お
け
る
禁
軍
の
依
員
分
の
衣
糧
は
各
地
の
例
に
倣
っ
て
貯
え
て
お
く
べ
き
で
あ
り
、
小
姿
と
雄
も
不
足
す
れ
ば
、
同
じ
細
色
で
補

っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
軍
人
に
細
色
を
支
給
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
ま
た
北
宋
末
の
宣
和
七
年
(
一
一
一
一
五
)

に
、
各
地
で
軍
人
の
衣
糧
が
歓
乏
し
て
不
穏
な
情
勢
が
生
じ
た
時
、

詔
、
:
;
:
除
巴
重
作
施
行
外
、
可
令
向
書
省
巌
行
約
束
諸
路
漕
臣
、
鷹
合
支
軍
兵
衣
糧
、
並
如
期
給
散
。
仰
不
得
爽
雑
糠
枇
及
用
踊
色
折

免
。
:
:
:
(
曾
要
食
貨
五
四
並
び
に
六
二
諮
州
倉
庫
、
宣
和
七
年
二
月
十
四
日
〉
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と
、
規
定
通
り
支
給
す
る
に
嘗
り
、
各
路
の
輔
運
司
を
督
馳
し
、
糠
枇
を
爽
雑
し
た
り
、
粗
色
を
代
り
に
支
給
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
注
意

し
て
い
る
。
し
か
し
例
え
ば
永
興
軍
に
お
い
て
は
、
照
{
M
7

四
何
(
一

O
七
一
〉
に
、

臣
勘
舎
、
永
輿
軍
所
管
今
年
正
月

一
日
見
在
軍
糧
、
蹴
細
色
削
斗
共
三
十
六
寓
九
千
七
百
石
二
斗
四
升
。
竣
即
目
本
府
見
、
駐
泊
及
就
糧
弁

本
城
兵
員
糧
食
及
官
僚
請
俸
等
、
共
約
支
得
向
去

一
十
七
箇
月
半
。

:
:
:
(温
園
文
正
司
馬
公
文
集
省
四
三
、
乞
不
添
屯
軍
馬
)

と
、
粗
色
と
細
色
の
穀
物
が
軍
人
の
糧
食
と
官
僚
の
俸
融
と
し
て
十
七
箇
月
半
の
分
量
が
貯
え
ら
れ
て
い
て
、
す
べ
て
細
色
で
あ
っ
た
わ
け
で

十
A
m
p
A

、。

t
T
L
 

〔
賑
済
〕
政
府
の
穀
物
は
機
飢
を
救
済
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
、
そ
れ
に
は
買
却
す
る
賑
躍
、
貸
興
す
る
賑
貸
、
代
債
を
取
ら
な
い
賑
済

の
三
つ
の
方
法
が
あ
っ
た
。
先
ず
開
封
に
つ
い
て
見
る
と
、
天
聖
四
年
(
一

O
二
六
〉
、
在
京
の
綬
米
倉
に
多
量
に
貯
え
ら
れ
て
い
る
品
質
の
悪

い
毅
物
を
貰
り
壷
く
せ
な
い
恐
れ
が
あ
っ
た
。
ま
た
一
方
で
は
府
界
諸
燃
の
水
害
に
遇
っ
た
慮
で
賑
貸
が
墓
ま
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、



仁
宗
目
、
娘
債
特
輿
減
字
。
若
賑
貸
輿
人
戸
、
毎
二
到
令
納
鋪
色
一
到
。
(
曾
要
食
貨
六
二
京
諸
倉
、
天
聖
四
年
十
二
月
。
長
編
曲
恒
一

O
四
、
同
年

同
月
了
丑
〉

と
、
貰
却
の
債
格
を
半
分
に
下
げ
る
と
共
に
、
賑
貸
に
は
、
細
色
二
斗
に
つ
き
粗
色
一
斗
を
返
却
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
遠
近
の
貧

民
が
殺
到
し
た
と
い
う
。
ま
た
河
北
に
お
い
て
、
照
寧
七
年
(
一

O
七
四
〉
に
、

詔
、
:
:
:
又
賜
五
高
石
、

τ河
北
東
路
提
貼
刑
獄
司
、
賑
済
流
民
、
許
出
耀
。
伯
先
於
常
卒
倉
接
見
銭
賑
済
、
醐
脚
色
糧
、
聴
給
債
銭
。

(
長
編
容
二
五
七
、
照
寧
七
年
十
月
笑
巳
〉

と
、
流
民
に
射
し
て
賑
慣
と
同
時
に
賑
躍
も
行
わ
れ
た
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
常
卒
倉
の
銭
に
よ
っ
て
穀
物
を
買
入
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
穀

物
は
細
色
の
外
に
粗
色
を
含
ん
で
い
て
も
よ
か
っ
た
。

次
に
快
西
に
お
い
て
、
照
寧
四
年
(
一

O
七
一
)
の
初
め
、

反
射
し
た
時
、
細
か
く
債
格
を
設
定
し
な
い
で
、

⑬
 

知
永
輿
軍
の
司
馬
光
が
提
奉
快
西
常
卒
贋
恵
倉
司
の
穀
物
を
賑
貸
す
る
方
法
に
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伏
墓
、
:
:
:
只
接
所
散
輿
人
戸
石
斗
、
至
時
前
来
成
熟
、
令
出
息
二
分
。
毎
散
得
一
斗
米
者
、
納
一
斗
二
升
細
色
。
或
依
倉
式
例
、
折
作
盆

色
。
:
:
:
(
温
園
文
正
司
馬
公
文
集
翁
四
四
、
奏
篤
乞
不
終
米
折
青
苗
銭
吠
〉

と
。
人
民
に
貸
興
し
た
量
を
本
に
二
割
の
利
息
を
つ
け
、

⑮
 

換
算
し
た
粗
色
を
返
済
さ
せ
る
よ
う
に
主
張
し
た
。
ま
た
秦
州
に
お
い
て
、

賑
貸
し
た
前
例
に
基
づ
き
、

一
斗
の
米

(
白
米
〉
を
借
り
た
者
は
一
斗
二
升
の
細
色
、

或
は
倉
式
の
例
に
よ
っ
て

か
つ
て
諸
城
案
の
弓
箭
手
・
塞
戸
・
蕃
兵
に
古
く
な
っ
た
穀
物
を

楼
護
遣
秦
鳳
路
経
略
安
撫
司
公
事
活
育
言
、
・

・
:
乞
、
将
来
如
遇
本
倉
糧
刷
所
賑
済
不
足
、
許
以
省
倉
年
計
之
徐
陳
次
食
合
併
掛
借
支
、
・
:

-・・従之
。

(
長
編
容
三
七
五
、
元
結
元
年
四
月
己
亥
)

357 

と
、
本
倉
と
は
常
卒
倉
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
穀
物
が
不
足
の
場
合
は
、
省
倉
の
徐
っ
て
い
る
古
い
粗
色
合
}
貸
出
す
こ
と
に
し
て
い
加
。

〔
捕
盤
の
代
償
〕
政
府
は
ま
た
盤
踊
を
捕
え
る
た
め
、
そ
の
報
提
と
し
て
穀
物
を
興
え
た
。
元
符
元
年
(
一

O
九
八
)
、
各
地
に
警
戒
さ
せ
る
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と
共
に戸

部
言
、
:
:
:
亦
許
募
人
補
取
、

嘗
官
交
納
。
毎
姦
子

一升、

官
細
色
穀
斗
二
升
。
崎
議
五
升
或
飛
瞳

一
斗
、
各
給
一
升
。
蛸
瞳
子
多
易

得
慮
、
各
減
牢
給
。
如
給
食
色
、
並
依
倉
例
紐
折
。
或
給
中
等
質
直
債
銭
。

(
曾
要
瑞
異
三
陸
災
、
元
符
元
年
十

一
月
四
日
)

と
、
人
民
に
捕
爆
を
勧
め
、
原
則
と
し
て
晶
子
即
ち
蝉
種
五
合
、
ま
だ
羽
化
し
な
い
幼
虫
の
蛸
五
升
、
成
虫
の
飛
瞳
一
斗
を
、
そ
れ
ぞ
れ
細
色

⑬
 

の
穀
物

一
升
と
交
換
し
、
粗
色
で
あ
れ
ば
、

倉
例
に
よ
っ
て
換
算
し
て
興
え
た
。

〔
民
間
の
保
有
分
〕
こ
れ
ま
で
見
て
来
た
の
は
何
れ
も
政
府
で
取
扱
う
穀
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
粗
色
・
細
色
の
匡
別
は
魚
政
者
が
設
定
乃

至
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
官
僚
の
目
か
ら
す
れ
ば

民
間
に
保
有
さ
れ
て
い
る
穀
物
も
同
様
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
元
祐
元
年
(
一
O
八
六)、

司
馬
光
が
兎
役
を
止
め
て
差
役
を
復
活
す
る
よ
う
に
主
張
し
た
時
、

章
惇
が
こ
れ
に
反
駁
を
加
え
、
官
戸

・
寺

観
・
草
丁

・
女
戸
の
百
石
以
上
の
牧
穫
を
あ
げ
る
団
地
所
有
者
か
ら
助
役
銭
を
徴
牧
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

知
枢
密
院
章
惇
言
、
・
:
:
凡
内
地
中
年
百
石
側
一
回
、
品
腕
細
雨
色
相
粂
、
共
不
直
二
十
千
銭
。
若
是
不
通
水
路
州
軍
、

不
過
直
十
四
五
千
而
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己
。
雄
是
河
北
縁
進
、
不
過
可
直
三
十
来
千
e

映
西
河
東
縁
港
州
郡
四
五
十
千
。
:
:
:
〈
長
編
谷
三
六
七
、
一
冗
祐
元
年
二
月
了
亥
)

と
、
百
石
の
穀
物
は
粗
色
と
細
色
を
合
せ
て
、
内
地
で
二
十
貫
を
下
り
、
水
運
が
通
じ
て
い
な
い
州
軍
で
は
十
四
五
貫
に
、
過
ぎ
ず
、
河
北
の
沿

こ
の
よ
う
な
人
々
に
助
役
銭
を
課
す
の
は
刻
剥
で
あ
る
、
と
述
べ

謹
で
も
三
十
貫
ぐ
ら
い
、
険
西
・
河
東
の
沿
過
で
は
四
五
十
貫
で
あ
っ

て、

た
。
ま
た
永
輿
軍
路
の
邪
州
に
お
い
て
、
元
符
元
年
(
一

O
九八)、

前
年
の
秩
に
穀
物
の
買
入
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
軍
糧
の
依
乏
を
来
た

し
た
。
そ
こ
で
、

提
摩
永
興
軍
路
常
卒
等
事
一
祭
肇
号一
尺
:
:
:
途
賂
所
少
数
目
、
科
放
輿
在
州
及
轄
下
四
豚
、
其
有
餅
闘
停
蓄
之
家
、
即
随
粗
細
色
分
数
存
留

外
、
其
並
令
中
貫
入
官
。

(
長
編
各
四
九
九
、
元
符
元
年
六
月
戊
子
)

と
、
州
内
の
穀
物
を
蓄
え
て
い
る
者
に
、
粗
色
・
細
色
の
一
定
の
割
合
に
よ
る
保
有
を
認
め
、
そ
れ
以
外
は
す
べ
て
政
府
に
供
出
さ
せ
ん
ゆ
。
邪

州
の
東
に
隣
接
す
る
耀
州
で
は
、
こ
の
頃
知
事
の
畢
仲
携
が
、
保
有
者
に
穀
物
を
供
出
さ
せ
る
勧
誘
で
は
な
く
、
通
常
の
貰
買
と
異
ら
な
い
開



識
を
行
っ
て
、

本
州
除
震
夏
料
災
傷
、
開
議
積
貯
之
家
、
減
債
出
耀
外
、
更
作
秋
災
准
備
。
恐
人
戸
難
得
米
褒
細
色
餅
斗
、
途
只
関
誌
編
色
如
蹴
穀
大
婆

粟
豆
之
類
。
:
:
:
(
西
肇
集
倉
一
、
耀
州
理
曾
賑
務
奏
吠
〉

と
、
夏
田
の
災
害
の
た
め
、
積
貯
の
家
に
穀
物
を
放
出
さ
せ
た
が
、
そ
の
穀
物
は
米
・
褒
即
ち
稲
米
・
小
委
の
細
色
で
は
な
く
、
蹴
穀
・
大
京
女

@
 

・
粟
・
互
の
類
の
粗
色
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
民
間
に
保
有
さ
れ
て
い
る
穀
物
を
粗
色
・
細
色
の
匡
別
で
表
現
し
て
い
る
。

以
上
、
北
宋
の
時
期
に
関
す
る
粗
色
・
細
色
の
事
例
を
検
討
す
る
と
、
ほ
ぼ
租
税
、
市
纏
、
準
納
、
漕
運
、
俸
様
、
賑
済
、
捕
瞳
の
代
償
、

民
間
の
保
有
分
の
各
項
に
牧
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
、
第

一
に
、
そ
れ
ぞ
れ
朕
況
の
異
る
地
域
を
全
瞳
と
し
て
統
轄
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
政
府
が
穀
物
運
用
上
こ
の
粗
色
・
細
色
の
匡
別
を
必
要
と
し
て
い
た
貼
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
る
と
、
小
地
域
に

充
足
す
る
人
民
に
と
っ
て
、
穀
物
が
莱
か
稲
米
か
は
緊
要
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
粗
色
か
細
色
か
は
政
府
と
の
関
係
で
は
意
味
を
も
っ
て
も
、
並
日

は
紐
え
ず
細
色
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
る
補
助
的
・
臨
時
的
な
役
割
に
止
ま
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
第
三
に
、
取
上
げ
た
事
例
は
、
大
瞳
河
北
・

河
東
・
快
西
の
三
路
に
、
京
東
・
京
西
・
准
南
を
加
え
た
華
北
の
地
域
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
域
は
粗
色
・
細
色
の
錯
綜
し
て

- 35ー

通
に
は
無
視
し
て
よ
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
に
、
政
府
が
寅
際
に
穀
物
を
運
用
す
る
に
嘗
つ
て
は
、
細
色
が
そ
の
中
心
を
な
し
、
粗
色

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
更
に
、
本
稿
は
穀
物
の
生
産
地
を
分
析
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
地
域
で
は
、
粗
色
が
得
易

レ
穀
物
で
あ
っ
て
、

そ
れ
だ
け
細
色
に
較
べ
て
土
着
性
が
強
か
っ
た
と
も
い
え
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
華
北
を
女
員
族
の
金
に
奪
わ
れ
た
南
宋
の
時
期
に
お
い
て
、
粗
色

・
細
色
の
匡
別
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
で
あ
ろ

う
か
。
先
ず
慶
元
係
法
事
類
の
賦
役
式
に
「
諸
州
申
夏
秋
税
納
畢
帳
」
の
書
式
を
示
し
、
質
納
の
項
に
税
の
内
需
と
し
て
、

某
色
若
干

若
干
本
色
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若
干
折
色
、
納
某
色
若
干
。
如
繊
細
色
或
銭
絹
等
折
納
、
の
具
則
例
弁
償
直
。

(
各
四
八
賦
役
門
、
税
租
帳
〉



360 

と
、
代
納
数
を
記
入
の
上、

粗
色

・
細
色
或
は
銭

・
絹
等
に
つ
い
て
則
例
と
債
格
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
粗
色

・
細
色
が

現
れ
て
お
り
、
ま
た
理
欠
令
に
、

諸
欠
、
若
逼
水
運
、
以
穀
折
納
者
、
毎
斗
准
質
直
債
、
細
兎
(
色
?
)
加
五
文
、
難
色
加
三
文
。
元
欠
穀
者
非
。
(
各
三
二
財
用
門
、
理
欠
)

と
、
水
運
の
通
ず
る
と
こ
ろ
で
穀
物
以
外
の
滞
納
分
を
穀
物
で
代
納
す
る
場
合
、
寅
際
の
債
格
を
本
に

一
斗
に
つ
き
細
色
は
五
文
、
粗
色
は
三

文
の
割
増
分
を
取
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

質
際
の
例
と
し
て
は、

毎
年
雨
税
の
受
納
を
開
始
す
る
際
に
、

臣
僚
言
、
乞
、
行
下
諸
路
轄
運
司、

毎
歳
夏
秋
税
苗
受
納
之
初
、
賂
州
幌
合
科
雑
色
蹴
姿
粟
豆
紬
布
木
炭
之
類
、
蓬
季
佑
定
時
置
、
許
民

(
曾
要
食
貨
六
八
受
納
、
慶
元
二
年
九
月
二
日
〉

迭
納
、
不
得
循
襲
奮
例
、
高
債
折
銭
、
重
困
百
姓
。
従
之
。

と
、
諸
路
の
樽
蓮
司
に
、
賦
課
す
る
雑
色
の
腕

・
褒

・
粟

・
豆
や
紬

・
布

・
木
援
の
類
に
つ
い
て
季
ご
と
に
時
債
を
定
め
さ
せ
、
人
民
に
銭
納

を
許
し
て
い
る
。
ま
た
江
准
の
営
団
に
つ
い
て
、
紹
興
六
年

(一

二
三
ハ
)
の
牧
穫
は
、
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議
者
以
魚
、

:
:
:
而
信
用
営
団
者
之
言
、
則
謂
去
歳
所
用
本
銭
二
十
三
寓
縮
、
歳
中
牧
雑
色
刷
所
斗
共
三
十
一

高
石
。

:
:
:
(
建
炎
以
来
繋
年
要

録
谷
一

O
九
、
紹
興
七
年
二
月
美
卯
〉

@
 

と、

捨
嘗
者
の
言
と
し
て
、

雑
色
餅
斗
計
三
十
一

高
石
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
四
州
か
ら
快
西
に
ま
た
が
る
階
・

成
・
西
和
・
天
水

・
河

・

鳳

・
梁

・
洋

・
利
の
九
州
軍
で
開
墾
を
推
進
し
た
結
果、

四
川
宣
撫
使
安
丙

・
組
領
財
賦
任
慮
厚
言
、
:
:
:
至
紹
興
十
五
年
、
逐
州
墾
田
共
二
千
六
百
五
十
儀
頃
。
夏
秋
雨
料
納
官
細
色
計
一
十
四

高

一
千
四
十
九
石
、
用
充
所
屯
将
兵
支
遣
、
:
:
:
。
(曾
要
食
貨
六
三
営
回
一雑録
、
嘉
定
十
三
年
七
月
十
四
日
。

建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
集
客

二
ハ、

閥
外
営
団
)

と
、
紹
興
十
五
年
(
二
四
五
)
に
は
夏
秋
雨
料
で
細
色
十
四
高
石
除
が
政
府
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。

の
卒
戎
荘
官
固
に
お
い
て
、

豪
民
富
戸
の
侵
害
し
た
団
地
を
回
復
し
、

或
は
四
川
の
西
南
部
、

嘉
定
府
健
矯
鯨



直
秘
閣
成
都
府
路
提
刑
李
藍
叉
言
、
:
:
:
今
根
括
到
前
衆
侵
占
地
段
、
総
計
山
田
四
百
九
十
四
波
、
水
田
一
千
五
百
九
十
六
畝
。
褒
折
租

数
、
純
計
米
二
千
三
百
餅
。
雑
斜
在
外
。
:
:
:
省
要
方
域
一
八
諸
索
、
嘉
定
四
年
十
一
月
二
十
八
日
)

と
。
そ
の
租
撤
を
雑
餅
即
ち
雑
色
を
除
い
た
米
数
で
示
し
て
い
る
。

@
 

ま
た
漕
運
に
つ
い
て
、
度
支
員
外
郎
の
韓
球
が
江
南
東
路
の
鏡
・
信
州
で
掻
集
め
た
銭
糧
を
、

不
以
踊
細
色
綱
運
、
:
:
:
(
曾
要
食
貨
四
三
漕
運
並
び
に
四
八
陸
連
、

詔
、
令
韓
球
、
照
舎
前
降
事
理
、
鐙
度
行
在
賂
兵
数
多
、
賂
見
刻
刷
、

紹
興
元
年
二
月
十
六
日
〉

@
 

と
、
粗
色
・
細
色
の
別
を
問
わ
ず
一
切
行
在
に
運
迭
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
俸
誌
に
つ
い
て
、
郭
振
に
射
す
る
俸
給
を
、

戸
部
獄
、
准
批
下
総
領
雨
准
漸
西
江
東
財
賦
軍
馬
銭
糧
所
申
、
得
旨
、
郭
振
諸
般
請
給
、
可
特
支
全
俸
。
本
部
勘
嘗
、
統
丘
ハ
戦
守
之
官
合

支
諸
般
全
分
請
給
、
下
項
。
料
銭
四
百
貫
文
。
株
粟
一
百
五
十
石
、
准
細
色
九
十
石
。
内
米
四
十
五
石
、
二
十
二
石
五
掛
住
支
、
二
十
二

石
五
民
本
色
。
小
委
四
十
五
石
、
内
二
十
二
石
五
軒
住
支
、
二
十
二
石
五
劃
折
鏡
、
毎
石
折
銭
二
貫
文
。
:
:
:
詔
、
依
己
降
指
揮
、
支
全

俸。

と
、
額
面
通
り
支
給
す
る
こ
と
に
し
た
際
、
蔽
粟
百
五
十
石
は
細
色
九
十
石
に
相
嘗
す
る
と
見
倣
し
て
い
る
。

(
曾
要
職
官
五
七
俸
扱
雑
録
並
び
に
趨
六
二
賓
賜
、
乾
道
六
年
八
月
二
日
)
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こ
の
よ
う
に
南
宋
に
お
い
て
も
粗
色
・
細
色
の
匿
別
は
存
在
し
、
地
域
と
し
て
は
、
華
北
に
近
接
す
る
准
南
東
路
・
准
南
西
路
・
江
南
東
路

と
四
川
の
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
匿
別
が
嘗
時
の
魚
政
者
の
通
念
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
全
地
域
に
遁
臨
服
さ
れ
て
嘗
然
で
あ
る
が
、
特
に
こ
れ
ら
の

地
域
に
用
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
常
に
粗
色
・
細
色
の
語
で
表
現
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
意
識
に
お
き

乍
ら
、
貫
際
に
は
穀
物
の

一
一
の
名
稽
で
具
盤
的
に
表
現
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
李
綱
が
宣
和
七
年
(
一
一
二
五
)
、

金
軍

の
侵
入
に
劃
す
る
緊
急
の
防
禦
策
を
傑
陳
し
た
中
に
、
京
東
西
・
准
南
・
両
新
の
轄
運
司
に
穀
物
の
高
債
買
上
げ
を
さ
せ
る
こ
と
を
述
べ
、

臆
粟
米
大
要
黒
豆
、
皆
可
充
数
。
(
梁
渓
先
生
全
集
省
四
二
、
論
禦
窟
用
兵
劉
子
〉

と
、
粟
米
・
大
褒
・
黒
豆
ま
で
も
調
達
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
来
細
色
で
あ
る
べ
き
も
の
を
二
次
的
な
こ
れ
ら
粗
色
に
ま
で
蹟
大
し
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た
も
の
で
あ
っ
て
、
正
に
個
々
の
穀
物
名
で
粗
色
を
示
し
て
い
る
と
共
に
、
粗
色
と
細
色
に
は
明
か
な
匡
別
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

終
り
に
後
代
に
お
い
て
は

ど
の
よ
う
に
現
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
元
代
に
お
い
て

至
元
六
年
(
一
二
六
九
〉
に
立
て
ら
れ
た
義
倉
に

つ
い
て豊

年
毎
親
丁
納
粟
五
斗
、
騒
丁
二
斗
。
無
粟
、
聴
納
雑
色
。

(
元
史
谷
九
六
食
貨
、
常
卒
義
倉
)

と
、
粟
も
そ
の

一
部
を
成
す
と
考
え
ら
れ
る
雑
色
の
納
入
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
大
徳
七
年
(
二
二
O
一二)、

上
都
へ
米

・
拘
等
を
運
迭
す
る
に

つ
い
て

不
分
粗
細
、
例
験
期
重
里
路
、
官
給
脚
債
。

と
、
粗
色

・
細
色
を
匡
別
せ
ず
、

凡
雇
車
運
物
、

(
遇
制
係
格
容
一
八
閥
市
、
和
一
履
和
買
〉

た
だ
重
量
と
距
離
に
よ
っ
て
運
迭
費
を
支
給
し
て
い
る
。

次
い
で
明
代
に
お
い
て
は
、

永
繁
三
年
(
一
四
O

五
)
、
屯
田
則
例
を
改
定
し
た
際
に

ま
た
正
統
五
年
(
一
四
四
O
)、各
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歳
牧
子
粒
、
如
有
稲
穀
粟
萄
林
大
褒
蕎
褒
等
項
踊
糧
、
倶
依
数
折
算
細
糧
。

と
、
牧
穫
さ
れ
る
稲
穀
・
粟
・
葛
林
・
大
褒
・
蕎
市
役
等
の
粗
糧
は
細
糧
に
換
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

地
の
預
備
倉
に
お
い
て
、

(官同謄曾曲内
容
一
八
、
屯
田
)

九
民
人
自
願
納
米
姿
細
糧

一
千
石
之
上
、
雑
糧
二
千
石
之
上、

請
敷
奨
議
。

(
商
暦
曾
典
出
世
二
二
、
倉
庚
〉

と
、
細
糧
と
雑
糧
の
納
入
が
改
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
宋
代
と
同
様
の
意
味
で
粗
と
細
、
或
は
雑
と
細
の
匡
別
が
用
い
ら
れ
、
明
代
で

は
、
色
に
代
っ
て
糧
の
語
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

粗
色
と
細
色
の
換
算

(
一
一〉

「倉

式

の
例
」



粗
色
・
細
色
の
匡
別
は
か
な
り
一
般
的
に
存
在
し
、
か
つ
穀
物
を
運
用
す
る
上
に
基
本
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か
に
な
っ
た
。
そ
こ

で
次
に
粗
色
と
細
色
と
は
如
何
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
即
ち
こ
れ
ま
で
述
べ
た
中
に
窺
わ
れ
る
よ
う
な
組

色
と
細
色
を
相
互
に
代
納
す
る
場
合
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
際
に
「
倉
式
の
例
」
と
い
う
語
、
か
見
え
て
い
た
。
例
え
ば
漕
運

の
項
で
、
河
北
沿
溢
へ
の
軍
糧
轍
迭
に
つ
い
て
「
餅
到
須
是
般
及
細
色
箪
糧
三
寓
石
己
上
。
如
般
食
色
、
即
依
倉
式
例
準
折
。
」
と
あ
る
の
は
、

「
如
三
年
内
只
般
得
細
色
軍
糧
七
蔦
碩
己
上
、
・
:
:
如
有
脚
色
、
依
倉
式
例
、
六
折
充
填
。
」
(
曾
要
食
貨
四
二
漕
淫
並
び
に
四
六
水
運
、
天
翌
八
年

@
 

一一一
月
〉
と
封
醸
し
、
本
来
の
細
色
を
粗
色
で
運
ぶ
場
合
、
倉
式
の
例
に
よ
っ
て
換
算
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
、

算
率
〈
後
述
)
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
賑
済
の
項
で
、

司
馬
光
の
言
に
「
毎
散
得
一
斗
米
者
、

@
 

「
組
細
色
、
興
散
時
不
問
、
侃
許
依
倉
例
、
紐
折
迭
納
。
」
と
同
一
で
あ
り
、
賑
貸
し
た
穀
物
を
返
済
さ
せ
る
の
に
、
組

色
・
細
色
の
不
同
を
倉
式
の
例
に
よ
っ
て
調
整
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
ま
た
常
卒
倉
の
穀
物
を
轄
運
司
に
入
っ
た
新
穀
と
取
替
え
る
の
に
、

@

、

「
崩
細
色
不
同
者
、
依
倉
例
比
折
。
」
と
も
あ
る
。
更
に
捕
瞳
の
代
償
の
項
に
現
れ
た
「
如
給
食
色
、
並
依
倉
例
紐
折
。
」
も
同
様
の
例
で
あ

る
。
こ
れ
ら
で
見
る
と
、
「
倉
式
例
」
は
皐
に
「
倉
例
」
と
も
表
現
さ
れ
て
レ
る
。

以
上
、
粗
色
・
細
色
と
同
時
に
現
れ
る
倉
式
の
例
を
あ
げ
た
が
、
こ
の
外
に
粗
色
・
細
色
の
語
を
用
い
な
い
で
、
た
だ
倉
式
の
例
だ
け
を
あ

げ
る
場
合
も
あ
る
。
先
.
す
組
色
・
細
色
が
始
め
て
見
え
る
景
徳
二
年

〈
一
O
O五
)
以
後
に
つ
い
て
は
、

・
河
中
府
に
お
い
て
、

ま
た
六
折
即
ち
六
割
と
い
う
換

納
一
斗
二
升
細
色
。
或
依
倉
式
例
、
折
作
貧

色
。
」
と
あ
る
の
は
、
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天
稽
二
年
〈
一

O
一
八
)
に
同
・
耀
州

躍
経
災
傷
人
民
、
有
折
襲
擁
移
税
賦
者
、
依
近
降
敷
、
除
検
放
外
、
接
合
納
分
数
、
輿
菟
折
襲
、
止
就
本
州
迭
納
。
如
願
校
勘
折
削
邸
、

依
倉
式
例
折
納
。

(
曾
要
職
官
四
一
安
撫
使
、
天
繕
二
年
九
月
)

と
、
災
害
を
受
け
た
人
民
に
税
賦
の
品
目
嬰
更
と
別
慮
に
迭
納
す
る
こ
と
を
菟
除
し
た
が
、
な
お
品
目
愛
更
し
て
穀
物
を
納
め
た
い
者
に
は
、

倉
式
の
例
に
よ
っ
て
換
算
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
ま
た
元
一筋
元
年
(
一

O
八
六
)
に
修
立
し
た
「
借
貸
糧
食
」
の
僚
に
、
王
巌
皇
の
引
用
す

る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
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諾
州
照
災
傷
人
戸
関
乏
糧
食
、
:
;
:
預
行
奏
請
、
候
得
旨
、
許
結
保
借
貸
常
卒
穀
、
:
;
:
豊
熟
日
催
納
。
若
無
本
色
、
聴
依
倉
例
折
納
、

或
納
元
債
。
・
:
:
(
長
編
径
三
九
三
、
元
前
元
年
十
二
月
壬
寅
〉

と、

飲
食
の
人
民
に
貸
興
し
た
常
卒
倉
の
穀
物
を
返
済
さ
せ
る
に
は
、

倉
例
に
よ
っ
て
他
の
穀
物
を
代
納
し
て
も
よ
か
っ
た
。
ま
た
南
宋
に
入

っ
て
、
慶
元
保
法
事
類
に
は
、
賦
役
令
に
、

諸
税
租
、
非
本
土
出
産
、
或
歳
不
盟
、
聴
随
所
有
、
依
倉
例
折
納
。
人
糧
馬
料
不
得
互
相
准
折
。
不
産
小
委
庭
、
准
許
以
綬
米
折
。
其
難
色
因
不

牧
本
色
者
、
准
此
。

(省
四
七
賦
役
門
、
受
納
税
租
。
省
四
八
賦
役
門
、
支
移
折
醐
焚
)

ま
た
理
欠
令
に
、

諸
欠
金
銀
銭
高
糧
草
及
軍
須
、
並
理
本
色
。
:
・
:
其
穀
願
依
倉
例
折
納
、
或
納
責
直
上
債
者
、
聴
。

と
あ
る
の
は
、
何
れ
も
穀
物
の
代
納
に
関
し
て
倉
例
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
給
賜
令
に
、

諸
倉
給
穀
闘
本
色
者
、
許
依
倉
例
准
折
。
以
杭
米
折
小
婆
慮
、
命
官
月
料
亦
支
杭
米
。
人
糧
馬
料
、
不
得
互
給
及
以
粟
折
口
食
。
(
容
三
七
庫
務
門
、

(
轡
三
二
財
用
門
、
理
欠
〉

給
納
)
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と
あ
る
の
は
、

穀
物
を
支
出
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
皆
な
穀
物
の
交
換
に
つ
い
て
現
れ
て
お
り
、

そ
の
穀
物
と
は
す
で
に
検
討
し

た
如
く
、

倉
式
の
例
と
粗
色
・
細
色
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
粗
色
と
細
色
と
を
指
す
と
考
え
て
よ
い
。

そ
れ
で
は
景
徳
二
年
以
前
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
倉
式
の
例
が
最
初
に
現
れ
る
の
は
、
管
見
の
限
り
五
代
後
菅
の
天
一
幅
二
年
(
九

三
七
)
で
あ
る
。
こ
の
年
、
洛
陽
と
親
府
(
宋
の
北
京
大
名
府
〉
で
皐
害
の
た
め
褒
の
生
育
が
悪
く
、

敷
、
:
;
:
其
錐
京
競
府
管
内
所
有
皐
損
夏
苗
蘇
分
、
特
於
五
分
中
、
減
放
一
分
百
子
。
其
儀
四
分
、

何
許
終
諸
色
刷
所
副
、
依
倉
式
例
、
興

@
 

(
冊
府
元
勉
容
四
九
二
邦
計
部
錫
復
、
後
E

回
天
福
二
年
五
月
)

折
納
。

と
、
そ
の
管
内
の
夏
苗
の
五
分
の
一
を
減
じ
、
残
る
五
分
の
四
は
各
種
の
穀
物
で
、
倉
式
の
例
に
よ
っ
て
代
納
さ
せ
て
い
る
。
・
次
い
で
宋
の
闘

賞
年
間
(
九
六
八
l
九
七
五
〉
に
、
開
封
府
管
内
の
夏
税
を
銭
納
で
は
な
く
、
人
民
に
便
利
な
よ
う
に
、



敷
、
:
:
:
宜
依
所
奏
、
取
人
戸
穏
便
、
依
合
長
件
、
折
納
諸
色
餅
斗
弁
綿
紬
絹
見
銭
。
(
宋
大
詔
令
集
倉
一
八
三
政
事
賦
数
、
開
封
府
管
内
許
人

戸
従
便
輪
納
殺
傍

開
質
口
口
〉

と
、
倉
式
の
例
に
よ
っ
て
各
種
の
穀
物
を
綿
・
紬
・
絹
・
見
銭
で
納
め
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
前
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
時
黙
に
お

い
て
粗
色
・
細
色
が
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
従
っ
て
粗
色
・
細
色
と
一
睡
を
な
す
と
は
断
定
で
き
な
い
も
の
と
し
て
倉
式

の
例
が
存
在
し
て
い
た
。

(一

一)

「六

折
L 

先
ず
粗
色
・
細
色
の
匿
別
と
倉
式
の
例
が
一
位
を
な
す
時
期
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
な
す
換
算
率
を
検
討
し
よ
う
。
前
に
述
べ
た
河
北
沿

遁
へ
軍
糧
を
鞍
迭
す
る
際
に
、
「
依
倉
式
例
、
六
折
充
填
」
と
六
割
即
ち
十
封
六
の
比
率
が
見
え
て
い
る
。
ま
た
俸
稔
に
つ
い
て
、
「
凡
椋
粟

毎
石
細
色
六
斗
」
と
あ
り
、
そ
の
南
宋
に
お
け
る
賞
例
と
し
て
、
郭
振
へ
「
稔
粟
一
百
五
十
石
、
准
細
色
九
十
石
」
と
あ
る
。
緑
粟
は
正
し
く

粗
色
で
あ
っ
て
、
そ
の
六
割
に
相
嘗
す
る
分
量
の
細
色
で
支
給
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
三
司
使
張
方
卒
が
慶
暦
七
年
(
一

O
四
七
)

に
、
そ
れ
ま
で
に
増
員
し
た
軍
人
の
経
費
を
算
定
し
て
、
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三
司
勘
舎
、
快
西
用
兵
以
来
、
内
外
所
増
置
禁
軍
八
百
六
十
除
指
揮
、
約
四
十
有
徐
高
人
。
:
:
:
計
毎
年
共
支
料
銭
二
百
四
十
寓
絹
、
糧

一
千
二
百
蔦
石
、
准
例
六
折
、
計
七
百
二
十
高
石
、
・
:
:
・
(
集
金
集
容
二
三
、
論
園
計
出
納
事
。
長
編
倉

二
ハ
て
慶
暦
七
年
末
)

と
、
軍
糧
一
千
二
百
高
石
を
例
に
準
じ
て
六
折
し
て
七
百
二
十
高
石
に
な
る
(
長
編
に
は
「
準
例
六
折
米
」
と
あ
る
)
と
い
う
の
も
、
倉
式
の
例
に

@
 

よ
っ
て
粗
色
を
細
色
に
換
算
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
ま
た
前
に
民
間
の
保
有
分
の
項
で
述
べ
た
知
耀
州
の
畢
仲
滋
が
穀
物
保
有
者
に
出
買
を

開
設
し
た
際
に
、
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毎
人
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羅
一
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斗
以
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用
。

と
か
、
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毎
人
可
羅
南
石
有
零
儲
色
餅
斗
、
只
比
得
細
色

一
石
二
斗
以
来
喫
用
。

(
何
れ
も
西
翠
集
谷
て
耀
州
理
曾
賑
済
奏
欣
〉

と
、
粗
色
一
石
除
が
細
色
五
六
斗
位
に
嘗
り
、
粗
色
二
石
鹸
が
細
色
一
石
二
斗
位
に
嘗
る
と
い
う
の
も
、

閉
じ
六
割
と
い
う
比
率
に
基
づ

い
た

も
の
で
あ
る
。

粗
色

・
細
色
の
成
立
を
確
認
で
き
な
い
時
期
に
つ
い
て
、

穀
物
間
就
中
粟
と
稲
米
の
比
率
を
求
め
る
と
、

唐
の
開
元
二
十
五
年
〈
七
三
七
)

毎
年
戸
別
、
援
所
種
目
、畝
別
税
粟
二
升
、以
魚
義
倉
。

:
:
:
諸
出
給
雑
種
準
粟
者
、
稲
穀

一
斗
五
升
、
嘗
粟

一
斗。

其
折
納
槌
米
者
、
宿
三
石
折
納
縄
米
一
石
四
斗
。

定
式
、
王
公
以
下
、

(
通
典
省
一
二
〉

一
層
十
封
六
に
近
附
く
。

す
で
に
唐
代
に
そ
の
基
礎
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
唐
代
か
ら
の
連
績
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
倉
式
と
い
う
も
の
も

と、

義
倉
の
式
な
る
も
の
に
、
量
に
お
い
て
粟
十
に
射
し
、
稲
穀
は
十
五
、
槌
米
は
七
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
粗
色
・
細
色
に
引
嘗
て

@
 

る
と
、
十
針
七
と
な
り
、
縫
米
(
玄
米
)
は
更
に
精
白
す
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

粗
色

・
細
色
の
比
率
は
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本
来
こ
の
よ
う
に
個
々
に
同
種
の
穀
物
間
或
は
異
種
の
穀
物
聞
の
換
算
率
を
定
め
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
推
測
が
成

@
 

立
っ
と
す
れ
ば
、
そ
の
起
源
は
遠
く
秦
代
ま
で
も
湖
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
即
ち
先
ず
倉
式
が
存
在
し
て
、

そ
の
後
に
粗
色
・
細
色
の

区
別
が
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。

@
 

さ
て
細
色
が
粗
色
の
六
割
に
嘗
る
こ
と
に
つ
い
て
、
粟
穀
と
粟
米
の
比
率
が
や
は
り
同
様
で
あ
る
こ
と
と
の
関
連
が
問
題
に
な
る
。
前
代
に

@
 

お
い
て
は
粟
穀
と
粟
米
を
区
別
す
る
見
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
宋
代
に
二
次
的
な
も
の
に
後
退
し
、
粗
色
と
細
色
を
区
別
す
る
こ
と

細
色
が
そ
れ
だ
け
重
要
性
を
増
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
襲
化
に
よ
っ
て
、
十
劉
六
の
比
率

が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
の
は
、

は
、
粟
穀
と
粟
米
の
比
率
と
し
て
よ
り
も
、
粗
色
と
細
色
の
比
率
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
粟
穀
十
割
栗
米
六

が
そ
の
ま
ま
粗
色
〈
粟
そ
の
他
〉
十
封
細
色
〈
綬
米

・
小
委
)
六
に
移
行
し
、

粟
米
に
綴
れ
る
こ
と
は
少
く
な

っ
た
と
解
さ
れ
る
が
、

敢
え
て
レ

う
な
ら
ば
、
細
色
と
粟
米
は
等
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。



但
し
粗
色
・
細
色
の
六
割
換
算
と
い
う
こ
と
は
観
念
的
に
定
め
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
障
碍
を
来
さ
な
い
範
囲
で
適
用
さ
れ
、
寅
際
に
は
こ
れ

に
従
わ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
賑
済
の
項
に
見
た
よ
う
に
、
在
京
の
梗
米
倉
の
品
質
の
悪
く
な
っ
た
穀
物
を
賑
貸
す
る
の
に
、
「
毎
二

爵
令
納
鼠
色
一
一
叫
」
と
、
粗
色
十
に
射
し
て
梗
米
即
ち
細
色
二
十
と
、
六
で
あ
る
べ
き
も
の
が
二
十
に
な
っ
て
い
る
。
勿
論
こ
れ
は
細
色
の
品

質
が
悪
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
ま
た
南
宋
に
お
い
て
、

@
 

五
に
お
い
て
い
る
。

俸
旅
に
十
封
六
を
用
い
乍
ら
、

他
方
大
褒
・
稲
穀
(
稲
子
)
と
梗
米
と
の
比
率
を
十
劃

更
に
こ
の
比
率
を
用
い
な
い
で
、
債
格
を
設
定
し
て
換
算
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
前
に
賑
演
の
項
或
は
倉
式
の
例
に
お
い
て
見
た
よ

う
に
、

司
馬
光
は
提
奉
快
西
常
卒
康
恵
倉
司
の
穀
物
を
賑
貸
す
る
の
に

倉
式
の
例
を
用
い
て
換
算
す
る
よ
う
に
要
望
し
た
が
、

そ
の
前
段

今
来
提
奉
常
卒
贋
恵
倉
司
、
:
:
:
終
本
倉
陳
次
餅
斗
、
細
作
見
鏡
、
支
散
輿
人
。
文
殻
定
将
来
粟
葵
之
債
、
粟
毎
斗
二
十
五
文
足
、
小
褒

毎
斗
四
十
文
足
。
本
司
看
詳
、
向
去
夏
秋
、
五
穀
有
望
有
倹
。
困
難
珠
定
。
今
終
陳
色
白
米
、
毎
斗
細
作
見
銭
七
十
五

其
穀
褒
之
債
、
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文
。
:
:
:

と

小
褒
と
粟
と
で
返
済
さ
せ
る
の
に
、

る
。
但
し
司
馬
光
は
そ
の
不
嘗
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
っ
て
、

古
い
白
米
安
}
貸
出
し
、

務
め
豊
凶
定
か
で
な
い
将
来
の
穀
債
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い

つ
ま
り
粗
色
十
針
細
色
六
の
比
率
は
、
質
情
に
即
醸
し
な
い
面
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、

な
お
安
嘗
性
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

後
代
に
お
け
る
換
算
率
に
つ
い
て
は
、
先
ず
女
員
の
金
に
お
い
て
、
貞
一
筋
元
年
(
一
一
二
三
)
、
食
糧
が
不
足
し
た
際
に
、

論
旨
省
臣
目
、
聞
親
軍
俸
粟
、
毎
石
以
褒
六
斗
折
之
。
所
省
能
幾
而
失
衆
心
。
令
給
本
色
。

と
、
親
軍
の
俸
粟
を
一
石
に
つ
き
褒
六
斗
で
支
給
し
て
い
た
が
、
人
心
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
て
、
本
色
即
ち
本
来
の
粟
で
支
給
す
る
こ
と
に
し

〈
金
史
容
五
八
百
官
、
百
官
俸
給
)
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や
は
り
六
割
の
比
率
が
見
え
て
い
る
。
ま
た
元
代
に
お
い
て
、
至
元
八
年
(
一
二
七
一
)
、

れ
て
常
卒
倉
糧
を
買
上
げ
る
こ
と
に
な
り
、
各
地
の
買
上
げ
額
が
立
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
額
は
、

た
。
こ
こ
に
そ
の
褒
は
小
褒
と
し
て
、

豊
作
に
恵
ま
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総
和
線
糧
、
粟
三
十
九
蔦
四
千
六
百
六
十
碩
。
米
五
高
五
千
碩
、
折
粟
九
蔦
一
千
六
百
六
十
六
碩
。
粟
三
十
高
三
千
碩
。

(、氷
袋
大
奥
谷
一

一五
九
八
草
所
引
経
世
大
典
、
至
元
八
年
十
二
月
)

@
 

と
、
粟
を
基
本
と
し
て
立
て
ら
れ
、
米
は
十
封
六
の
比
率
で
粟
に
換
算
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
米
は
稲
米
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
何
れ
の
場
合
も

六
割
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
至
元
二
十
一
年
〈

一
二
八
四
)
、
大
都
に
お
い
て
商
人
に
白
米

・
新
莱
の
納
入
を
行
わ
せ
、

間
・
山
東

・
両
新
・
雨
准
の
盟
引
を
興
え
た
。
そ
の
際
に
、

雨
准
盟
引
、
白
米
毎
引
中
九
斗
三
升
、
莱
毎
引
中
一
石
八
斗
六
升
。
:
・
:
・
〈
同
書
、
至
元
二
十
一
年
三
月
)

そ
の
代
債
と
し
て
河

と
。
莱
十
と
白
米
五
を
等
置
し
て
い
て
、
白
米
の
方
が
有
利
に
な
っ
て
い
る
。
降
っ
て
明
代
に
お
い
て
は
、
永
繁
二
年
(
一
四
O
四〉、

湖
贋
の

屯
田
の
牧
穫
を
米
で
積
算
す
る
こ
と
に
な
り
、

毎
粟
穀
陵
黍
大
褒
蕎
襟
各
二
石
、
稲
穀
萄
林
各
二
石
五
斗
、

穆
稗
三
石
、
並
各
準
米

一
石
。
小
褒
芝
航
豆
、
並
輿
米
等
。

(明
太
宗
賞
銀
各
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二
七、

永
袋
二
年
正
月
己
未。

官同
暦
曾
典出
世
一
八
、
屯
因
。
明
史
谷
七
七
食
貨
)

と
、
粟
穀
と
米
に
つ
い
て
見
る
と
、
十
針
五
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
先
に
粗
色
・
細
色
の
使
用
例
に
つ
い
て
引
用
し
た
正
統
五
年
(
一
四
四
O
〉

の
場
合
、
細
糧
一
千
石
と
雑
糧
二
千
石
が
等
置
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
も
十
針
五
を
見
出
す
。
同
年
に
は
ま
た
政
府
の
賑
済
を
助
け
た
者
に
璽

書
を
興
え
る
に
つ
き
、

参
貨
寧
夏
軍
務
右
魚
都
御
史
金
嫌
奏
、
近
制
、
軍
民
職
米
千
石
或
穀
二
三
千
石
、
助
官
賑
酒
者
、
褒
以
璽
書
。
其
不
及
是
数
者
不
興
。
切

見
、
快
西
連
年
薄
牧
、

穀
米
甚
貴。

請
、
有
能
於
内
地
職
米
褒
五
百
石
雑
糧
一
千
石
、
進
地
職
米
褒
三
百
石
雑
糧
五
百
石
者
、
悉
褒
以
璽

(明
英
宗
質
録
谷
六
九
、
正
統
五
年
七
月
辛
丑
朔
)

書。

:
:
:
従
之
。

新
に
五
割
が
現
れ
る
の
は
、
稲
米
の
豊
か
な
地
域
に
お
い
て
で
あ
る
と
考
え
ら

@
 

れ
、
莱
等
粗
色
の
有
用
性
が
そ
れ
だ
け
低
下
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
共
に
、
稲
穀
と
稲
米
の
換
算
率
十
封
五
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
か
と
想

と
、
雑
糧
と
米

・
褒
を
、
内
地
で
は
十
劉
五
、
港
地
で
は
十
針
六
の
比
率
に
お
い
た
。
こ
の
よ
う
に
前
に
述
べ
た
南
宋
の
例
、
或
は
こ
れ
ら
元

@
 

・
明
の
例
に
は
、
六
割
と
五
割
の
二
種
の
比
率
が
存
す
る
。



定
さ
れ
る
。
こ
の
饗
化
は
、
地
域
的
に
は
南
部
か
ら
北
部
へ
、
時
間
的
に
は
南
宋
か
ら
明
代
に
か
け
て
進
展
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

結

び

本
論
の
要
旨
を
述
べ
て
結
び
と
す
る
。

凡
そ
種
々
あ
る
穀
物
の
聞
に
は
白
か
ら
主
要
な
穀
物
と
そ
れ
以
外
の
穀
物
と
の
区
別
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
雨
者
の
匡
別
は
そ
の
換
算
の
仕
方

に
端
的
に
一
示
さ
れ
、
そ
れ
に
は
時
債
に
よ
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
比
率
を
設
定
す
る
場
合
が
普
通
で
あ
っ
た
。

唐
・
五
代
に
お
い
て
は
粟
が
主
穀
と
規
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
穀
物
は
雑
を
つ
け
た
言
葉
で
呼
ば
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
比
率
は
、
粟
と
稲
米
で

見
る
と
、
十
封
六
に
近
か
っ
た
。
ま
た
粟
穀
と
粟
と
を
区
別
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
、
そ
の
比
率
は
古
来
の
十
封
六
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
五
代
か
ら
宋
初
に
か
け
て
の
聞
に
、
梗
米
・
小
変
を
細
色
、
そ
れ
以
外
の
粟
等
は
粗
色
(
雑
色
・
賎
色
)
と
稿
す
る
よ
う
に
襲
り
、

粟
は
唐
に
い
う
雑
の
部
類
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
粗
色
・
細
色
の
匿
別
は
、
政
府
が
行
う
租
税
の
徴
枚
、
買
入
れ
乃
至
人
民
の
供
出
、

或
は
各
地
聞
の
補
給
、
そ
し
て
穀
物
を
支
出
す
る
俸
緑
、
賑
酒
、
捕
盤
の
代
償
、
更
に
民
間
の
保
有
す
る
穀
物
に
つ
い
て
ま
で
も
康
く
適
用
さ

れ
た
。
い
わ
ば
こ
の
匡
別
は
政
府
が
穀
物
を
運
用
す
る
際
の
基
本
に
な
っ
て
い
た
。

た
。
但
し
こ
の
医
別
を
用
い
た
の
は
、
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就
中
、

政
府
の
主
要
な
関
心
は
細
色
に
向
け
ら
れ
て
い

南
宋
に
も
同
様
の
匡
別
は
績
く

や
は
り
こ
の
匡
別
は
用
い

主
と
し
て
粗
色
・
細
色
が
相
措
抗
す
る
華
北
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

が
、
北
宋
ほ
ど
の
緊
要
度
を
一
示
さ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
南
北
統
一
の
王
朝
、
元
・
明
に
な
っ
て
も
、

ら
れ
る
。

次
に
粗
色
・
細
色
の
換
算
は
倉
式
の
例
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
、
そ
の
比
率
は
十
劉
六
で
、
唐
代
か
ら
の
連
績
性
を
一
示
す
。
ま
た
粟
は
粟
穀
を

指
し
、
粟
米
に
崩
れ
る
こ
と
は
少
く
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
或
は
米
の
重
黙
が
粟
米
か
ら
稲
米
に
移
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
十
封
六
の
比

ま
た
一
方
、
南
宋
以
来
十
封
五
の
比
率
も
現
れ
る
。
こ
れ
は
ま
た
稲
作
の
進
展
に
よ
る
新
し
い
饗
化
で
あ

率
は
元
・
明
に
も
用
い
ら
れ
る
が
、
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っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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要
す
る
に
、
粗
色
・細
色
の
問
題
を
通
し
て
穀
物
の
饗
濯
を
辿
る
と
、
細
色
の
有
用
性
が
増
大
し
て
い
っ
た
過
程
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

註①

ロ
ッ
シ
ン

グ

・パ

ッ
ク
は
『
支
那
刷
版
業
論
』
(
三
輪
孝

・
加
藤
健
共
謀
〉

の
中
で
、
中
闘
の

「
農
業
地
域
を
、
小
菱
地
帯
と
水
稲
地
帯
の
二
大
地
帯

に
」
(
上
谷
五
六
ペ
ー
ジ
〉
分
け
、
「
小
委
地
帯
は
北
線
三
二
度
よ
り
四

O
度
の
聞
に
」
(
向
七

0
ペ
ー
ジ
〉
位
置
し
て
い
る
と
し
、
「
小
委
地州市

の
土
娘
、
認
候
及
び
地
勢
的
保
件
は
多
種
類
の
作
物
の
栽
培
に
適
し
て
い

る
。
概
括
的
に
同
地
帯
の
耕
種
の
型
を
み
る
に
、
小
委
が
全
耕
地
面
積
の

四
O
M、
莱
が
二
七
%
、
棉
花
が
八
%
、
官
同
梁
が
一
五
%

を
占
め
て
い

る
。
」
〈
同
七
八
ペ
ー
ジ
〉
と
述
べ
て
い
る
。
安
部
健
夫
氏
は
「
米
穀
需
給

の
研
究
|
|
『
務
正
史
』
の
一
章
と
し
て
み
た
1
l」
(
東
洋
史
研
究
一

五
l
四、

『
椅
代
史
の
研
究
』
所
牧
)
の
中
で
、
清
朝
の
抗
措
正
時
代
(
一

七
二
三
J
一
一
一
五
〉
に
「
非
産
米
国
域
と
し
て
の
北
シ
ナ
は
、
ほ
ぼ
江
蘇

・

安
徽
爾
省
の
北
部
か
ら
河
南
省
を
つ
く
し
て
湖
北
の
北
部
に
引
か
れ
る
線

で
、
中
シ
ナ
か
ら
匿
別
さ
れ
」
、
そ
の

「
北
方
一
帯
が
穀
産
の
上
で
は
問

題
な
く
北
シ
ナ
的
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
、
「
北
シ
ナ
に
も
大
米
が
産
し
な

い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
地
に
産
す
る
主
殺
は
や

は
り
小
米
や
高
波
、
と
く
に
小
米
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
が
そ
の
地
の
人

民
た
ち
の
主
食
で
も
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
。
大
米
は
箔
米
、
小
米
は
市
北

米
を
指
す
。
ま
た
日
野
開
三
郎
氏
は

『唐
代
租
調
庸
の
研
究
1
色
額
篇
』

の
中
で
、
「
唐
代
の
稲
作
も
宋
代
と
同
様
准
南

・
吋
問
中
が
大
徳
そ
の
北
界

で
、
そ
れ
以
北
は
ア
ワ
・
黍
・
婆

・
蹴
等
の
畑
作
地
域
に
嵐
し
、
特
に
ア

ワ
を
主
殺
と
し
て
い
た
」
〈
一
一
六
ペ
ー
ジ
〉
と
見
倣
さ
れ
る
。

②

西

山
武

一
「
ア
ジ
ア
農
業
の
源
流

l
l
華
北
耐
皐
畑
作
農
法
と
江
域
田

植
稲
作
農
法
の
形
成
|
|
」
(
ア
ジ
ア
経
済
六
|
三、

『
ア
ジ
ア
的
農
法

と
良
業
枇
曾』

所
牧
)
。
同
氏
は
中
園
四

O
O
O年
の
歴
史
を
大
別
し
て

三
段
階
に
匡
切
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
、
「
股
、
周
王
朝
下
の
最
初
の

一
五
O
O年
の
問
、
そ
の
農
業
立
地
は
華
北
卒
原
の
西
端
、

黄
河
中
流
に

あ
り
、
そ
の
河
谷
沖
積
段
丘
上
に
あ
り
、
来
と
婆
が
主
作
物
で
あ
っ
た
。

a

第
二
段
階
、
戦
園
か
ら
唐
に
至
る
次
の

一
五
O
O
年
は
、
中
園
民
族

が
銭
愁
畜
耕
を
手
の
も
の
と
し
て
、
よ
り
早
燥
し
た
華
北
卒
原
を
農
業
的

に
開
愛
し
た
時
期
で
あ
り
、
主
作
物
は
最
も
皐
燥
に
強
い
粟
で
あ
る
。
第

三
段
階
、
蔚
末
以
降
の
一

O
O
O年
は
中
園
民
族
が
耕
利
具
、
水
利
土

木
、
お
よ
び
造
肥
施
肥
に
お
け
る
技
術
的
躍
進
に
よ
っ
て
、

揚
子
江
の
か

な
た
、
南
額
洞
居
の
地
に
高
度
稲
作
農
業
を
展
開
し
た
時
期
で
あ
る
。」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

③
周
藤
吉
之
「
宋
代
荘
園
制
の
褒
逮
L

、
「
南
宋
に
於
け
る
屯
田

・
笹
田
官

荘
の
経
営
1
1
官
回
の
荘
園
制
後
展
と
し
て
|
|
」
(
何
れ
も

『
中
園
土

地
制
度
史
研
究
』
所
牧
)
の
中
に
、
四
例
の
資
料
を
引
用
さ
れ
て
い
る

が
、
粗
色

・
細
色
が
何
を
指
す
か
を

初戦
く
指
摘
さ
れ
た
に
止
ま

っ
て

い

る
。
な
お
日
野
間
三
郎
『
唐
代
租
調
庸
の
研
究
1
色
額
篇
』
は
本
論
に
関

連
す
る
部
分
が
多
々
あ
り
、
大
い
に
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。

④

粗

色

・
細
色
の
匿
別
は
穀
物
に
限
ら
ず
、
市
舶
司
を
通
じ
て
総
入
さ
れ

る
海
外
の
物
ロ聞に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
曾
要
職
官
四
四
市
舶
司
、

紹
興
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十
一
年
十
一
月
の
僚
に
は
、
粗
色
・
細
色
そ
れ
ぞ
れ
の
品
目
が
示
さ
れ
て

い
る
。
山
田
憲
太
郎
氏
は
『
東
亜
香
料
史
研
究
』
の
中
で
、
「
輸
入
貨
物

を
量
と
積
が
軽
少
で
債
格
の
比
較
的
に
高
い
も
の
を
細
色
、
量
と
積
が
重

く
そ
し
て
大
き
く
債
格
の
安
い
も
の
を
粗
(
愈
)
色
」
(
一

O
二
ペ
ー
ジ
)

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
匿
別
は
、
景
徳
四
年
(
一

O
O七
)
に

詔
、
杭
明
度
州
市
舶
司
般
犀
牙
珠
玉
到
京
、
並
納
内
務
、
煉
退
者
納

香
薬
庫
。
諸
州
呑
襲
亦
以
紗
払
]納
内
務
、
次
者
納
香
努
庫
。
(
禽
要

食
貨
五
二
内
呑
薬
庫
、
景
徳
四
年
三
月
)

と
あ
っ
て
、
こ
の
頃
に
は
始
ま
っ
て
お
り
、
し
か
も
香
楽
に
つ
い
て
の
よ

う
で
あ
る
。

⑤
後
文
の
租
税
の
項
、
天
聖
二
年
五
月
の
例
。

⑤

日
野
前
掲
蓄
に
よ
る
と
、
砲
の
本
色
は
粟
で
あ
っ
た
。

⑦
長
編
倉
一

一
四
、
景
祐
元
年
五
月
乙
丑
の
係
。

③
例
え
ば
、
開
封
府
に
お
い
て
夏
税
の
正
色
刷
所
斗
と
沿
納
の
未
納
分
を
代

納
さ
せ
る
に
嘗
り
、

御
史
中
忍
李
昌
齢
・
知
開
封
府
豚
(
事
0
・)
裳
麗
正
言
、
京
邑
諸
豚
、

凡
欠
夏
税
正
色
餅
斗
弁
銀
食
盤
腕
経
、
並
令
折
納
大
姿
。
縁
以
限

潟
、
其
間
皆
不
湾
人
戸
、
若
令
折
納
、
必
致
不
前
。
上
以
三
司
失
於

計
度
、
霊
園
疲
民
、
詔
御
史
蚕
劾
三
司
司
録
倉
司
官
吏
、
民
所
欠
租

税
、
許
以
前
筑
豆
大
小
委
、
取
便
輪
納
。
(
曾
要
食
貨
七

O
賦
税
雑
録
、

至
道
元
年
八
月
)

と
、
大
安
だ
け
で
な
く
、
裏

・
豆
・
大
安

・
小
委
の
何
れ
で
も
よ
い
と
し

て
い
る
。
恐
ら
く
下
等
戸
を
主
な
針
象
と
し
て
、
大
幅
に
粗
色
に
よ
る
納

入
が
計
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

@
長
編
に
よ
る
と
、
こ
の
部
分
は
多
少
相
違
が
見
ら
れ
る
。

三
司
言
、

:
i今
城
東
十
二
倉
、
貯
江
准
所
漕
、
米
最
多
。
城
南
惟

有
米
一
倉
。
城
西
三
倉
、
粂
貯
茶
。
城
北
四
倉
、
貯
畿
内
賦
税
及
馬

仲
。
所
貯
銃
不
問
、
難
接
箪
結
局
遠
近
就
支
。
:
:
・〈
省

一
O
八
、
天

聖
七
年
十
月
甲
午
〉

馬
料
は
雑
色
斜
糾
即
ち
賦
税
の
中
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
開
封
の

倉
に
雑
色
の
穀
物
を
貯
え
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
曾
要
食
貨
六
二
京

諸
倉
、
閉
山寧
三
年
十
一
月
〈
同
書
職
官
二
六
司
農
寺
、
同
年
同
月
〉
に
も

記
事
が
あ
る
。

⑮
曾
要
食
貨
六
二
京
諸
倉
に
船
般
倉
・
税
倉
・
折
中
倉
の
別
が
見
え
る
。

⑪
曾
要
食
貨
六
二
京
諸
倉
。
同
四
六
水
運
。

⑫
こ
の
時
張
方
卒
が
河
道
の
疏
通
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
が
、
曾
要
食
貨

四
二
潜
運
、
嘉
一
服
二
年
十
一
月
十
三
日
の
篠
に
見
え
る
。

⑬
曾
要
食
貨
四
二
潜
運
並
び
に
四
六
水
運
、
天
聖
八
年
三
月
の
僚
に
よ
る

と
、
概
略
「
催
綱
の
官
員
使
臣
が
一
年
間
に
粗
細
色
十
五
高
石
を
運
搬
す

れ
ば
差
遣
を
陸
捗
し
、
押
綱
の
省
員
殿
侍
等
が
三
年
間
に
細
色
軍
糧
七
高

石
以
上
を
運
搬
す
れ
ば
酬
奨
す
る
。
も
し
粗
色
で
あ
れ
ば
、
倉
式
の
例
に

よ
っ
て
六
折
充
填
す
る
。L

と
し
て
い
る
。

⑭
こ
の
件
は
長
編
省
二
二

O
、
照
寧
四
年
二
月
辛
酉
の
僚
に
、

〈宣
撫
司
〉
叉
請
添
屯
軍
馬
於
長
安
河
中
郷
州
。
光
言
、
放
凶
、
民

銀
食
、
健
無
以
供
億
。
乞
罷
添
屯
。
不
許
。

と
あ
り
、
照
寧
四
年
初
め
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
な
お
司
馬
光
は
照
寧
三

年
九
月
(
長
編
倉
一
一
一
五
)
か
ら
こ
の
四
年
二
月
ま
で
知
、
氷
興
箪
の
任
に

つ
い
て
い
た
。

⑮
註
⑭
参
照
。

⑮
侠
西
の
胴
船
延
路
に
お
い
て
、
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郎
延
路
経
略
安
撫
司
言
、
蕃
漢
弓
箭
手
借
助
創
刊
針
、
乞
、

依
州
豚
常

卒
法
、
如
元
散
似
到
、
初
納
本
色
者
、
毎
名
〈
石
?
〉
息
不
過
二
『
針
。

弁
粗
細
色
、
間
関
散
時
不
問
、
の
許
依
倉
例
、
紐
折
迭
納
。
従
之
。

(
長
編
谷
二
七
九
、
照
寧
九
年
十
二
月
甲
辰
)

と
あ
る
の
も
同
様
の
例
で
あ
る
。

⑫

常

卒
倉
に
つ
い
て
は
、

戸
部
請
、
舷
常
卒
穀
領
、
比
市
債
不
断
、
或
雄
射
而
貴
賎
通
計
不
及

一
分
者
、
移
鞠
運
司
、
免
充
和
籍
、
或
指
二
税
、
聴
人
戸
従
使
納

銭
。
結
及
一
分
以
上
、
創
不
以
年
限
、
先
制
判
運
司
新
穀
。
鱗
細
色
不

問
者
、
依
倉
例
比
折
。
無
可
党
、
聴
出
胞
。
若
三
年
以
上
、
防
及
三

分
、
亦
許
婚
。
或
腕
識
人
戸
、
願
講
者
聴
。
仰
随
夏
秋
税
納
、
不
得

過
雨
料
。
願
納
銭
者
、
依
雑
領
、
並
苑
出
息
。
従
之
。
(
長
編
各
四

O
二
、
元
耐
二
年
六
月
己
丑
。
曾
要
食
貨
五
三
常
卒
倉
、
同
年
同
月

九
日
)

と、

常
卒
倉
が
買
入
れ
た
穀
物
の
償
格
が
市
場
似
格
よ
り
一
一
割
以
上
低
け

れ
ば
、
卸
ち
市
場制同
格
が
騰
貴
し
て
く
れ
ば
、
勝
運
司
の
新
穀
と
交
換
す

る
か
民
間
に
放
出
す
る
が
、
制
連
司
の
新
穀
と
交
換
す
る
場
合
、
粗
色
・

細
色
の
不
同
は
倉
例
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
。
交
換
す
る
新
穀
が
な
け
れ

ば
、
出
賀
す
る
。

も
し
一
一
一
年
以
上
を
経
過
し
、
三
割
も
償
格
の
聞
き
が
生

ず
れ
ば
、
出
費
或
は
貸
興
を
行
う
と
い
う。

⑬
同
様
の
こ
と
は
熊
寧
八
年
(
一

O
七
五
)
に
、

詔
、
:
・
:
の
募
人
得
鮪
五
升
或
健
一
斗
、
給
細
色
毅
一
升
。
睦
種
一

升
、
給
蹴
骨
骨
二
升
。
給
償
銭
者
、
依
中
等
賞
直
。
〈
長
編
省
一一六

七
、
照
時平八
年
八
月
葵
巳
。
曾
要
瑞
異
三
鰻
災
、
同
年
同
月
一
一
一
日
)

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
鮪
と
嵯
に
到
し
て
細
色
、
鰻
種
に
は
粗
色
と
医
別

さ
れ
て
い
る
。

⑬
粗
色
・
細
色
の
一
定
の
割
合
に
よ
っ
て
保
有
を
認
め
る
と
い
う
の
は
、

同
年
に
、淫

原
路
経
略
安
撫
使
章
楽
言
、
乞
、
際
沿
透
諸
州
軍
豚
鋲
城
築
俊
一
子

羅
買
去
庭
、
・
・
・
如
将
来
官
中
政
相
維
不
行
、
歳
計
閥
乏
、
郎
委
所
属

官
、
根
括
停
場
之
家
積
蓄
斜
斗
、
各
計
4r点
r
F
骨
骨
一
全
わ
肝
舟
仏
肝

心ヤ外
、
其
徐
謹
依
逐
成
和
雄
場
債
例
、
牧
雑
入
官
。
詔
従
之
。
際
映

西
路
準
此
。
(
長
編
各
四
九
九
、
一
冗
符
元
年
六
月
壬
寅
〉

と
あ
る
の
に
封
態
し
、
そ
の
家
の
一
年
間
の
消
費
量
に
嘗
る
。

③
そ
の
粗
色
は
後
文
に
「
叉
只
是
大
婆
蕎
婆
毅
豆
等
骨
台
仏
間
半
」
と
表
現

を
愛
え
て
い
る
。

②
ま
た
和
州
の
屯
田
の
中
に
陸
田
が
あ
り
、

知
和
州
劉
賂
措
置
到
本
州
屯
田
事
。
・
て
見
管
陸
田

五
十
徐

頃
。
毎
年
止
是
種
二
姿
。
・
・

・
乞
、
令
見
管
耕
丘
(千
五
百
人
分
種
、

毎
人
不
得
過
三
二
畝
。
其
二
婆
作
爾
分
卒
分
、
及
有
雑
色
豆
斜
(
斜

『針。
・)
、
依
此
分
牧
、
椿
充
修
葺
斗
門
堰
間
等
。
(
曾
要
食
貨
六
三
屯

田
雑
録
、
紹
照
元
年
十
二
月
九
日
)

と
、
そ
こ
で
収
穫
さ
れ
る
穀
物
に
は
二
萎
と
雑
色
が
あ
っ
た
。

②
曾
要
食
貨
四
三
漕
運
、
建
炎
四
年
十
二
月
十
日
並
び
に
建
炎
以
来
繋
年

要
銀
容
四
二
、
紹
興
元
年
二
月
壬
午
の
篠
等
参
照
。

③
郭
振
は
宋
史
容
三
四
孝
宗
、
乾
道
六
年
正
月
庚
午
の
傑
に

「
以
奉
園
軍

承
宣
使
知
慮
州
郭
振
、
震
武
泰
軍
節
度
使
L

と
見
え
る
。
ま
た
以
下
の
全

俸
を
支
給
す
る
に
つ
い
て
は
、

詔
、
侍
衡
親
寧
都
指
揮
使
准
南
西
路
安
撫
使
郭
振
諸
般
請
給
、
可
特

支
全
俸
。
ハ
曾
要
職
官
五
七
俸
糠
雑
録
、
乾
道
六
年
閏
五
月
十
二
日
)
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と
あ
る
。

@
註
⑬
参
照
。

③
註
⑮
参
照
。

⑧

註

⑫

一参
照
。

@
諸
百
五
代
史
に
は
、
軍
に
、

詔
、
洛
京
貌
府
管
内
所
徴
今
年
夏
苗
婆
税
等
、
宜
放
五
分
之
一
。
以

徽
皐
故
也
。
(
各
七
六
、
同
年
同
月
壬
子
朔
)

と
あ
る
。

③
日
野
氏
は
「
糧
は
米
を
取
り
出
す
前
の
も
の
、
郎
ち
籾
で
あ
る
こ
と
を

明
か
に
示
す
と
共
に
、
こ
の
場
合
に
糧
か
ら
取
れ
る
米
の
量
は
糧
の
六
割

と
し
て
計
算
し
て
い
て
、
こ
の
籾
で
あ
る
短
は
ア
ワ
で
あ
っ
た
こ
と
を
も

示
し
て
い
る
。
」
(
前
掲
書
一

O
三
ペ
ー
ジ
〉
と
解
揮
さ
れ
て
い
る
。
な
お

同
氏
は
、
宋
代
に
入
っ
て
粟
を
籾
ア
ワ
の
意
味
に
使
用
す
る
こ
と
が
衰
退

し
、
代
っ
て
同
じ
青
媒
を
指
す
用
語
が
現
れ
、
そ
の
一
つ
と
し
て
糧
を
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

③
例
え
ば
沼
仲
滝
が
蘇
州
に
建
て
た
義
荘
の
規
則
の
中
に
、

逐
房
計
ロ
給
米
、
毎
口
一
升
並
支
白
米
。
如
支
給
米
、
印
臨
時
加
折
。

支
純
米
怨
斗
折
白
八
升
、
逐
月
賞
支
毎
日
白
米
三
斗
。
(
活
文
正
公

集
、
義
荘
規
矩
〉

と
あ
っ
て
、
槌
米
と
白
米
の
比
率
を
十
封
八
に
お
い
て
い
る
。

③
一
九
七
五
年
、
湖
北
省
雲
夢
賂
の
陸
虎
地
で
褒
掘
さ
れ
た
秦
簡
の
倉
律

に
、
九
章
算
術
(
谷
二
〉
の
莱
米
の
章
に
見
る
よ
う
な
穀
物
閣
の
比
率
が

一
示
さ
れ
て
い
る
(
文
物
一
九
七
六
年
第
七
期
、
雲
夢
秦
簡
四
押
文

つ
己
)
。

③
労
総
『
居
延
漢
簡
考
稗
之
部
』
〈
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
専

刊
之
四
十
〉
の
想
文
に
、

三
七
八
五
粟
一
斗
得
米
六
升
口
(
一
一

0
・
一
四
〉

と
あ
り
、
ま
た
森
鹿
三
「
居
延
の
早
期
筒
」
(
墨
美
九
二
、
『
東
洋
皐
研

究
居
延
漢
筒
篇
』
所
牧
)
に
、
「
こ
こ
に
小
石
と
い
う
の
は
も
み
つ
き

で
の
容
量
で
、
脱
穀
し
て
は
か
る
も
の
は
大
石
と
い
い
、
も
み
つ
き
の
十

分
の
六
の
容
量
に
な
る
に
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
他
は
註
③
の
雲

夢
秦
筒
、

九
章
算
術
、
或
は
日
野
前
掲
書
参
照
。

@
日
野
前
掲
書
、
並
び
に
根
本
誠
「
庸
代
の
主
要
物
資
の
債
格
に
就
い

て
」
(
史
観
六
五
・
六
・
七
合
冊
〉
参
照
。
勿
論
米
は
粟
米
の
外
に
稲
米

の
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

③
周
藤
吉
之
「
南
宋
に
於
け
る
婆
作
の
奨
励
と
二
毛
作
」
(
日
本
皐
士
院

紀
相
官
=
ニ
|
三
、
一
四
|
一
、
『
宋
代
経
済
史
研
究
』
所
枚
〉
、
並
び
に
日

野
前
掲
書
参
照
。

@
何
故
な
ら
綴
い
て
各
地
匿
の
額
を
掲
げ
、
田
県
定
路
〈
宋
の
同
県
定
府
)
、

順
天
路
(
保
州
)
、
懐
孟
路
(
懐
州
)
、
彰
徳
路
(
相
州
〉
、
衛
輝
路
(
街

州
〉
、
錦
徳
府
〈
南
京
隆
夫
府
)
、
南
陽
府
(
郵
州
南
陽
豚
〉
、
神
間
磁
路
(
洛

州
〉
に
つ
い
て
は
莱
だ
け
で
あ
る
が
、
南
京
(
東
京
開
封
府
)
と
河
南
府

(西
京
河
南
府
〉
に
つ
い
て
は
米
と
莱
を
あ
げ
、
南
京
は
五
高
石
、
河
南

府
は
五
千
石
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
南
京
は
、
水
運
の

要
と
し
て
稲
米
を
受
入
れ
る
位
置
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
米
は
宿
米

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
安
部
前
例
論
文
の
補
注
5
に
は
、
「
法
定
の
換
算
率
と
し
て
は
、
閥
単
に

米
(
箔
米

・
莱
米
〉
の
み
な
ら
ず
、
委
や
豆
に
つ
い
て
も
、
一
律
に
貫
一

封
穀
二
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
清
代
に
は
五
割

で
あ
っ
た
。

@
日
野
前
掲
書
参
照
。

- 49-



more that all necessary tasks for the maintenance of thiscanal, including

the raising of funds, were fulfilledby this association of the gentry, mer-

chants and citizens.

The Ｔｓ’ｕ-ｓｅ粗色andthe Hsi-se細色as Categories of

　　　　　　

Grain in the Sung 宋　Dynasty

Ifeｕｏ Ｏｎｏｄｅｒａ

　　

In the T'ang 唐and Five Dynasties 五代，Ｓ瓦粟was designated as

China's principal grain and other grains were labelled tsa雑.　The ratio

of su to ts'ao一揖f粉米was approximately ten to six. Furthermore, there

was a difference established between ４-多 粟穀and ｓ-。f粟米and this

ratio had for ａ long time been ten to ｓiχ. However, in the period from

the Five Dynasties to the early Sung, nonglutinous rice 粳米and wheat

小宴began to be called ｈｓi-ｓｅand other grains such as su were designated

as ts'u-se (ox tsa一紀雑色ｏＴ　ｃｈｉｅルｓｅ賤色); su was placed in ａ category

which had been called 奴z in the T'ang. The distinction between ts'u一把

and /雨｡se formed the basis for the government's　handling of grains.

Later, in the Southern Sung, this distinction does not seem to possess

the same sort of importance it had in the Northern Sung, but the unified

dynasties of the Yiian 元and Ming 明continued to make use of this

distinction. Also there was ａ conversion foＴ　tｓ’ｕ一seand hsi一紀which was

enacted on the basis ｏい‘ば皿ｇ一ｓｈｉｈ”倉式,and this rate of ｅχchange at

ten to six indicates ａ continuity since the T'ang. This ten to siχexchange

rate was employed in the Yiian and Ming as well, but from the Southern

Sung on the rate appears to be ten to five. In short such was the situation

accompanying the increase in the usage ｏ＜i　ｈｓi-ｇ．

２－


